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第３章 災害予防計画 

 

 風水害等の災害の発生を未然に防止し、又は被害の拡大を防止するために、防災施設の整備、防

災に関する教育訓練等その他災害予防について定め、その実施を図るとともに第４章災害応急対策

計画に定める各種応急対策等を実施する上での所要の組織体制を整備しておくものとする。 

特に、災害時に人命を守ることを最優先に「孤立集落をつくらない」という視点と「逃げる」と

いう発想を重視した防災対策と危機管理体制の強化などのハード・ソフト一体となった取組である

「防災公共」を推進する。 

なお、雪害、事故災害については、本章のほか第５章で定めるところによる。 

 

 

第１節 調査研究［防災危機管理課］ 

 

社会・経済の進展に伴って災害要因が多様化し、災害危険性が増大している。そのなかで、風水

害等の各種災害を未然に防止し、又は被害を軽減するため、地域の特性を正確に把握し、国や県な

どと連携を図り、風水害等の災害に関する基礎的調査研究、被害想定に関する調査研究、防災対策

に関する調査研究を行い、市の防災対策に資するものとする。 

 

１ 風水害等の災害に関する基礎的研究 

市内の自然条件、社会条件を調査分析し、防災面からみた自然的、社会的特性、災害危険性等

を明らかにする。 

また、気象、水象の観測を行うとともに、風水害等の災害の履歴を調査分析する。 

 

２ 被害想定に関する調査研究 

防災対策を具体化するための指標の設定、住民の防災意識の高揚等のため、風水害等の災害に

関する基礎的研究の成果を踏まえ、総合的な被害想定を行う。 

 

３ 防災対策に関する調査研究 

被害想定に関する調査研究の成果を踏まえ、重点的に整備・強化を行う建築物、公共土木施設、

防災施設・設備等各種防災対策について調査研究し、防災対策の具体化を図る。 

 

４ 防災公共推進計画の推進 

大規模災害時の想定危険箇所を把握し、現状の避難路や避難場所等についての総合的な課題の

洗い出しを実施した上で、県及び市が一体となって最適な避難路・指定避難所等を地域ごとに検

証し、現状に即した最も効果的な避難路・指定避難所等を確保するため、必要な対策や優先度に

ついて検討を行い、市防災公共推進計画を策定する。さらに、市民への周知や計画に位置づけら

れた施策について、順次実施し、その進捗状況を管理するなどのフォローアップを実施していく。 
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第２節 業務継続性の確保［防災危機管理課］ 
 

県、市及び防災関係機関は、災害時の応急対策等の実施や優先度の高い通常業務の継続のため、

必要となる人員や資機材等を必要な場所に的確に投入するための事前の準備体制と事後の対応力の

強化を図る。 

    

１ 実施内容 

県、市、及び防災関係機関は、実効性のある業務継続体制を確保するため、地域や想定される

災害の特性等を踏まえつつ、必要な資源の継続的な確保、定期的な教育・訓練・点検等の実施、

訓練等を通じた経験の蓄積や状況の変化等に応じた体制の見直し、代替施設等の検討などを行う。 

   特に、県及び市は、災害時に災害応急対策活動や復旧・復興活動の主体として重要な役割を担

うこととなることから、業務継続計画の策定等に当たっては、少なくとも首長不在時の明確な代

行順位及び職員の参集体制、本庁舎が使用できなくなった場合の代替庁舎の特定、電気・水・食

料等の確保、災害時にもつながりやすい多様な通信手段の確保、重要な行政データのバックアッ

プ並びに非常時優先業務の整理について定めておくものとする。 

  また、躊躇なく避難指示等を発令できるよう、平時から災害時における優先すべき業務を絞り

込むとともに、当該業務を遂行するための役割を分担するなど、全庁をあげた体制の構築に努め

るものとする。 

病院、要配慮者に関わる社会福祉施設等の人命に関わる重要施設の管理者は、発災後 72 時間の

事業継続が可能となる非常用電源を確保するよう努める。 

県、電気事業者等は、大規模な災害発生のおそれがある場合、それぞれが所有する電源車、発

電機等の現在時点の配備状況等を確認の上、リスト化するよう努める。 
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第３節 防災業務施設・設備等の整備［防災危機管理課、土木課、消防本部］ 
 

 風水害等の災害の発生の防止及び被害の軽減を図るための防災業務施設、設備等の整備は、国、

県、市、防災関係機関等が連携をとりつつ、それぞれの分野において実施する。 

 

１ 気象観測施設・設備等 

（1） 市及び防災関係機関は、気象、水象等の自然現象の観測に必要な施設、設備の整備点検や更

新を実施し、気象、水象等の観測体制の維持・強化を図る。 

（2） 市は集中豪雨等、地区により雨量の差が激しく、青森地方気象台及び県の雨量・水位観測所

だけでは必要な情報が得られない場合を考慮し、災害危険箇所に留意した観測所等の設置及び

観測体制の強化を推進する。 

（3） 本市管内の観測所及び観測点は、次のとおりである。 

ア 雨量等観測所(青森県県土整備部所管観測所)               令和 5 年 3 月現在 

観 測 所 
対 象 河 川 

所    在    地 備 考
水 系 名 河 川 名

森 田 岩 木 川 山 田 川 つがる市森田町山田米岡 1-1  

豊 富 岩 木 川 山 田 川 つがる市富萢町雁泊 25  

館 岡 橋 岩 木 川 山 田 川 つがる市木造館岡川辺 2-5 地先  

 

イ 水位観測所(青森県県土整備部所管観測所）              令和 5 年 3 月現在 

観測所 略 号 

対 象 河 川 

位 置 
測 器

種 類

水  位 既往最大水位 観測状況 

水 系 名 河 川 名 待機 注意 水位 起 日 定時 洪水時

館岡橋 タテオカバシ 岩木川 山田川 
つがる市木造館岡

川辺 2-5 地先 
テレメーター 1.67 1.97 2.40 

H25.9.16 

H26.8.6 

10 

分毎

10 

分毎

豊 富 トヨトミ 〃 〃 
つがる市富萢町 

雁泊 25 
テレメーター 1.10 1.40

2.00 

以上 
S56.8.24 

10 

分毎

10 

分毎

 

ウ 雪量観測所（青森県県土整備部所管観測所）              令和 5 年 3 月現在 

観 測 地 点 名  測 定 方 法  所 在 地 備 考 

車 力 自動観測 
つがる市車力町屏風山 1-273 

「むらおこし拠点館敷地内」 気温、風、積雪 

林 〃 つがる市木造林千年 42-3    〃 
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２ 消防施設・設備等  

  消防ポンプ自動車等の消防機械、消火栓、防火水槽等の消防水利、火災通報施設その他の消防

施設・設備の整備、改善並びに性能調査を実施し、有事の際の即応体制の確立を図る。 

  特に、危険物災害及び林野火災等に対処するための資機材の整備を図る。 

 

（1） 整備状況 

   消防施設等の現況は、資料編に掲載のとおりである。 

  【資料・様式編】 資料８ 消防力及び消防施設等の現況一覧 

（2） 消防ポンプ自動車等の整備 

   「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」に基づき、消防施設整備計画により増強、更

新を図るなど整備していく。 

   なお、消防力強化の基礎となる消防庁舎、消防車格納庫等さらには消火栓、防火水槽等の消

防水利の設置整備に際しては、耐震性を十分考慮し、震災時における消防活動体制の確保に努

める。 

 ア 消防ポンプ自動車等整備計画                   令和５年３月現在 

区分 人口 

全体計画 

4 年度～7 年度 
4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 

可
搬
式
ポ
ン
プ
積
載
消
防
車 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車C

D

Ⅰ
型 

高 

規 

格 

救 

急 

車 
水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

水 
 

 
 

槽 
 

 
 

車 

可
搬
式
ポ
ン
プ
積
載
消
防
車 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車C

D

Ⅰ
型 

高 

規 

格 

救 

急 

車 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

水 
 

 
 

槽 
 

 
 

車 

可
搬
式
ポ
ン
プ
積
載
消
防
車 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車C

D

Ⅰ
型 

高 

規 

格 

救 

急 

車 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

水 
 

 
 

槽 
 

 
 

車 

可
搬
式
ポ
ン
プ
積
載
消
防
車 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車C

D

Ⅰ
型 

高 

規 

格 

救 

急 

車 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

水 
 

 
 

槽 
 

 
 

車 

可
搬
式
ポ
ン
プ
積
載
消
防
車 

消
防
ポ
ン
プ
自
動
車C

D

Ⅰ
型 

高 

規 

格 

救 

急 

車 

水
槽
付
消
防
ポ
ン
プ
自
動
車 

水 
 

 
 

槽 
 

 
 

車 

つがる市 

消防本部 
30,525          

つがる市 

消 防 署 
          

つがる市 

北消防署 
    1  1     

稲  垣 

分 遺 所 
          

消 防 団  9 3    2 1 3 2 1   2 1 

計 30,525 9 3  1  2 1 1 3 2 1   2 1 
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 イ 消防水利整備計画 
 

区      分 現 有 数

年    次    計    画 

全 体 計 画

4 年度～8 年度 
4 年度 5 年度 6 年度 7 年度 8 年度

消 火 栓 
公    設 591 95 19 19 19 19 19 

私    設   1       

防 火

水 槽 

公 設 

   40m3未満   73       

40～100m3未満  477 5 1 1 1 1 1 

   100m3以上     0       

私 設   6       

その他の水利    0       

計 1,148 100 20 20 20 20 20 

 

３ 通信設備等 

（1） 市及び各防災関係機関は、防災に関する情報の収集、伝達を迅速化に行うため、衛星通信、

県防災情報ネットワーク（ＩＰ電話・文書データ伝送）、固定電話・ファクシミリ、携帯電話、

衛星携帯電話、インターネット、電子メール等最新の情報関連技術の導入に努めるとともに、

民間企業、報道機関、住民等からの情報など多様な災害情報及び関連情報等の収集体制の整備

に努める。特に、災害時に孤立する地域が生じるおそれのある地域で停電が発生した場合に備

え、衛星通信などにより、当該地域の住民と市との双方向の情報連絡体制を確保するよう努め

る。 

   市及びライフライン事業者は、Ｌアラート（災害情報共有システム）で発信する災害関連情

報等の多様化に努めるとともに、情報の地図化等による伝達手段の高度化に努めるものとする。 

市は、住民への情報伝達を迅速かつ的確に行うため、防災行政用無線等情報伝達網及び全国

瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）、災害情報共有システム（Ｌアラート）を整備（戸別受

信機を含む。）する。 

また、それぞれの通信設備等を防災構造化するなどの整備改善に努めるとともに、これらの

設備に被害が発生した場合に備え、非常電源、予備機等の設置に努め通信連絡機能の維持を図

る。さらに、無線設備や非常用電源の保守点検の実施と的確な操作の徹底、専門的な知見・技

術をもとに浸水・防水対策の措置等を講じる。 

なお、収集した情報を的確に分析整理するため、人材の育成を図るとともに、必要に応じ専

門家の意見を活用できるよう努める。 
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（2） 整備状況 

  ア 市防災行政用無線 

    市役所を親局として、市内各地区に屋外受信拡声設備施設（子局）が設置され、住民等に

必要な情報を伝達している。このほか、災害現場と市役所との交信を行う等のため、移動系

無線（車載型、可搬型）が配備されている。 

  【資料・様式編】 資料 10 市防災行政用無線整備状況一覧 
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  イ 青森県防災情報ネットワーク 

青森県防災情報ネットワークは、県(災害対策本部) 及び防災関係機関と各市町村と接続し

ており、連絡系統図は、次のとおりである。 
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  ウ 消防無線 

    消防無線は、つがる市消防本部のほか、各署所に配備されている。 

  【資料・様式編】 資料 11 消防無線整備状況一覧 

 

４ 水防施設・設備等  

  市及び防災関係機関は、水防活動組織を確立し、重要水防区域、危険箇所等における具体的な

水防工法を検討するとともに、水防活動に必要な水防資機材及びそれらを備蓄する水防倉庫を整

備、点検する。 

（1） 整備状況 

  本市の水防倉庫の資機材の備蓄状況は、資料編に掲載のとおりである。 

  【資料・様式編】 資料９ 水防関係備蓄資機材保有状況一覧  

（2） 整備計画 

   市及び防災関係機関は、水防活動に必要な水防資機材を常に点検し補充分を確保しつつ、必

要な資機材の順次整備を実施する。 

 

５ 海上災害対策施設・設備等 

  市は、大量流出油等の拡散防止、吸引、回収した流油等の処理のための施設・設備及び流出油

等の物理的、化学的処理のための資機材を整備、点検する。 

（1） 整備状況 

  本市の備蓄状況は、資料編に掲載のとおりである。 

  【資料・様式編】 資料９ 水防関係備蓄資機材保有状況一覧 

（2） 整備計画 

   市及び防災関係機関は、必要な資機材の順次整備を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



風水害等災害対策編（第 3 章 災害予防計画） 

  

3-9 

６ 救助資機材等 

  人命救助に必要な油圧切断機、救命ボート等の救助機械、担架、救命胴衣等の救助用資機材、

薬品等を整備、点検する。 

（1） 整備状況 

  消防本部における救助用資機材等の整備状況は、次のとおりである。 

令和５年３月現在 

区  分 

一 般 救 助 用 器 具 重量物排除用器具 切 断 用 器 具 破 壊 用 器 具 測 定 用 器 具

か

ぎ

付

は

し

ご

三

連

は

し

ご

金

属

製

折

り

た

た

み

は

し

ご

空

気

式

救

助

マ

ッ

ト

救

命

索

発

射

銃

救

命

用

縛

帯

平

担

架

油

圧

ジ

ャ

ッ

キ

油

圧

ス

プ

レ

ッ

タ

ー

可

搬

ウ

イ

ン

チ

マ

ッ

ト

型

空

気

ジ

ャ

ッ

キ

空
気
式
大
型
油
圧
ス
プ
レ
ッ
タ
ー

油

圧

切

断

機

エ

ン

ジ

ン

カ

ッ

タ

ー

ガ

ス

溶

断

機

チ

ェ

ー

ン

ソ

ー

鉄

線

カ

ッ

タ

ー

空

気

鋸

空

気

式

大

型

油

圧

切

断

機

万

能

斧

ハ

ン

マ

ー

削

岩

機

ハ

ン

マ

ド

リ

ル

可

燃

性

ガ

ス

測

定

器

有

毒

ガ

ス

測

定

器

酸

素

濃

度

測

定

器

放

射

線

測

定

器

数  量 2 7 1 1 1 8 1 3 5 5 1  5 6 1 7 5 1 15 6 1  2 2 2 12

 

 

区  分 

呼 吸 保 護 用 

器 具 
隊 員 保 護 用 器 具 水 難 救 助 用 器 具

山  岳 

救助 用 
器  具 

その他の救助用器具

空

気

呼

吸

器

酸

素

呼

吸

器

簡

易

呼

吸

器

送

排

風

機

耐

電

手

袋

耐

電

衣

耐

電

ズ

ボ

ン

耐

電

長

靴

防

毒

衣

耐

熱

服

放

射

線

防

護

服

潜

水

器

具

救

命

胴

衣

水

中

投

光

器

救

命

浮

環

浮

標

救

命

ボ

ー

ト

船

外

機

水

中

ス

ク

ー

タ

ー

登

山

器

具

バ

ス

ケ

ッ

ト

型

担

架

投

光

器

携

帯

拡

声

器

携

帯

無

線

機

応

急

処

置

用

セ

ッ

ト

緩

降

機

ロ

ー

プ

登

降

機

数 量 28   1 31 4 4 7  16 38 2 2 1 1 3 9 8 50 4

 【資料：つがる市消防本部】 

（2） 整備計画 

   備蓄材の使用又は損傷により不足が生じた場合、補充分を確保しつつ、必要な資機材の順次

整備を実施する。 
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７ 広域防災拠点等 

  大規模災害時に警察・消防・自衛隊等から派遣される要員のための活動拠点や救援物資搬送施

設（二次物資拠点）等のための防災拠点を確保する。 

  (1) 整備状況 

施 設 等 名 所 在 地 連絡先 
避難受入人数

宿営可能人数

避難者収容面積

物資等収容面積

利 用 可 能 な 

設 備 の 状 況 
備  考 

つがる市 

総合体育館 

つがる市木造若緑

64 
- 

避難受入人数
5,397 人 

避難者収容面積
10,794 ㎡ 

防災拠点施設、

指定避難所 

管理 

社会教育スポーツ課

(49-1200) 

つがる市 

防災備蓄倉庫 

つがる市木造若緑

83 
- 

宿営可能人数
60 人 

物資等収容面積
832 ㎡ 

備蓄倉庫、物資

集積所、防災拠

点施設 

管理 

防災危機管理課

(42-1105) 

つがる市 

防災ヘリポート 

つがる市木造若緑

78 
- - 

ヘリポート面積
17,145 ㎡ 

防災拠点施設 
管理 

防災危機管理課

(42-1105) 

つがる市木造 

体育センター 

つがる市木造若緑

59-1 

0173 

42-6085

宿営可能人数
20 人 

物資等収容面積
792 ㎡ 

物資集積場所、

指定避難所 

管理 

社会教育スポーツ課

(49-1200) 

(2) 整備計画 

   災害時における迅速かつ効果的な対策が可能な施設・設備等を整備する。 

 

８ 防災拠点施設   

市は大規模災害時に地域防災力による応急対策を、関係機関と連携して迅速かつ的確に行える

よう、つがる市総合体育館、つがる市防災備蓄倉庫及びつがる市防災ヘリポートを防災拠点施設

として位置付けることとし、災害応急対策の充実・強化を図る。 

(1)  消防等活動拠点施設 

第２章第３節「市災害対策本部」で規定する「つがる市災害対策本部班別業務分担」に基づ

く、救助・救出活動等を迅速かつ円滑に行うため、つがる市総合体育館及びつがる市防災備蓄

倉庫を活動拠点施設とする。 

(2)  備蓄倉庫 

第４章第１２節「食料供給」及び第１７節「被服、寝具、その他生活必需品の給（貸）与」

に基づき、つがる市防災備蓄倉庫を平時から市民向けの物資の備蓄を行う施設とする。 

(3)  物資集積場所 

第４章第１２節「食料供給」及び第１７節「被服、寝具、その他生活必需品の給（貸）与」

に基づき、つがる市総合体育館及びつがる市防災備蓄倉庫を流通備蓄や救援物資等の受入れを

行うための物資集積場所とする。 

(4)  防災教育施設 

第３章第６節「自主防災組織等の確立」に基づき、つがる市総合体育館及びつがる市防災研

修センターを、自主防災組織等の育成強化を図るための教育施設とする。 

(5)  指定避難所（兼指定緊急避難場所） 

第３章第１０節「避難対策」に基づき、つがる市総合体育館を避難施設とする。 

 



風水害等災害対策編（第 3 章 災害予防計画） 

  

3-11 

(6)  防災ヘリポート 

第４章第２０節「輸送対策」に基づき、防災ヘリポートを災害時のみならず、平時から通年

利用できる各種ヘリコプターの離着陸施設とする。 

 

９ その他施設・設備等  

（1） 市は、被災した道路、河川等の損壊の復旧等に必要な重機類を災害時に使用可能な状態とし

ておくため、整備、点検又は民間事業者との連携等に努める。 

また、燃料、発電機、建設機械等の応急・復旧活動時に有用な資機材について、地域内の備

蓄量、供給事業者の保有量の把握及び関係機関や民間事業者との連携に努める。 

なお、燃料については、あらかじめ、石油販売業者と、燃料の優先供給について協定を締結

するとともに、平時から受注機会の増大などに配慮するよう努める。さらに、特に防災活動上

必要な学校、公民館、道の駅などの公共施設等及び指定避難所（指定緊急避難場所に指定して

いる施設を含む。）を定期的に点検する。 

また、災害応急対策への協力が期待される建設業団体等の担い手の確保・育成に取り組むも

のとする。 

 ア 整備状況                             令和５年３月現在 

区分 

ト

ラ

ッ

ク

ダ

ン

プ

ト

ラ

ッ

ク

ブ

ル

ド

ー

ザ

ー

タ

イ

ヤ

ド

ー

ザ

パ

ワ

ー

シ

ョ

ベ

ル

シ
ョ
ベ
ル
ロ
ー
ダ
ー

ロ

グ

ロ

ー

ダ

モ
ー
タ
ー
グ
レ
ー
ダ

ク

レ

ー

ン

車

ロ

ー

ラ

ー

ス

ク

レ

ー

バ

ー

ホ
イ
ル
タ
イ
プ
ト
ラ
ク
タ

浮

グ

レ

ー

ン

ト

レ

ー

ラ

ー

リ

フ

ト

車

作

業

車

パ

ネ

ル

橋

締

固

機

械

ロ

ー

タ

リ

ー

小

型

ロ

ー

タ

リ

ー

本 庁 舎 
台 台 

3 

台 台 

1 

台 台 台 台

1

台 台 台 台 台 台 台 台 台 台 台

2

台

1

森田除雪格納庫    3               1  

柏 除 雪 格 納 庫    3  1  2           2 1

稲垣除雪格納庫    3               4 2

車力防雪センター  2  4    1           2  

合 計  5  14  1  4           11 4

  

イ 整備計画 

必要な重機類の順次整備を実施し、平素から市内建設業者等と災害時の協力体制の確立に努

める。 

【資料・様式編】 資料 34 市内建設工事登録業者一覧 

（2） 市は、防災倉庫、防災資機材を整備する。 

 ア 整備状況 

   資料編に掲載のとおりである。 

【資料・様式編】 資料９ 水防関係備蓄資機材保有状況一覧 

 イ 整備計画 

   必要な資機材を常に点検し補充分を確保しつつ、必要な資機材の順次整備を実施する。 
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第４節 青森県防災情報ネットワーク［防災危機管理課、消防本部］ 
 

 災害時における一般通信の輻輳に影響されない本県独自の通信網を確保することにより、災害予

防対策に役立てるとともに、災害時における迅速かつ的確な応急対策を実施するため、県、市町村

（消防本部を含む。以下、この節において同じ。）、防災関係機関を接続した青森県防災情報ネッ

トワーク及び青森県総合防災情報システムの活用を推進するものとする。 

  

１ 青森県防災情報ネットワークの活用 

県独自の防災専用回線として、光イーサ回線により県、市、防災関係機関を接続し、以下の機

器により情報伝達を行う。 

(1)  専用電話 

ア 端末局間のＩＰ電話 

イ 自治体衛星通信ネットワークによる衛星電話 

(2) 文書データ伝送用端末 

ア 端末局間の文書データ伝送 

イ 青森県総合防災情報システムによる防災情報の伝送 

 

２ 青森県総合防災情報システムの活用 

  県は、市町村、防災関係機関と一体となって、「防災情報の統合化」、「防災情報の高度化」、

「防災情報の共有化」を基本方針とする総合防災情報システムを活用するとともに、防災対策に

ついて有効に機能するよう充実を図る。 

 市は、青森県総合防災情報システムの活用を推進するため、操作担当者を２名以上定めるとと

もに、県が主催する研修会、訓練に参加し、操作能力の習得・向上に努める。また、県と協力し

ながら維持管理が万全となるよう努める。 

(1) 各種防災情報の統合化 

気象情報、河川情報、道路情報、環境放射線モニタリング情報等の各種個別システムによる

防災情報を統合する。 

(2) 防災情報の高度化 

被害情報、措置情報等を視覚的に把握しやすいものとするため、被害情報等と地図データを

連携させたＧＩＳを活用し、以下の情報を管理する。 

ア 被害情報、措置情報 

イ 指定避難所情報 

ウ 県防災ヘリコプター運航要請情報 

(3) 防災情報の共有化 

青森県防災情報ネットワークにより各機関を接続し、統合化・高度化された防災情報を県、

市町村、防災関係機関で共有する。 

ア 青森県総合防災情報システム端末の設置 

県防災危機管理課、関係課及び災害対策本部等、市、防災関係機関に設置した青森県総合
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防災情報システム端末（青森県防災情報ネットワークの文書データ伝送用端末にて操作する

ものを含む。）により、防災情報を収集・伝達する。また、システムに登録された防災情報

は、各機関において情報共有する。 

イ 住民への情報提供 

インターネットを活用し、危険箇所や指定避難所及び指定緊急避難場所（以下「指定避難

所等」という。）の所在、防災啓発に関する情報等をホームページにより住民に提供する。 

青森県総合防災情報システムに入力された避難指示等や、指定避難所の開設等の情報は、

ホームページ及びＬアラートにて、住民へ伝達される。 

 

３ 市の災害対策機能等の充実 

市及び防災関係機関は、青森県総合防災情報システムの活用等により、災害応急対策を実施す

る必要があることから、市は、必要な組織体制等を整備するとともに、情報システムなどの災害

対策機能の充実を図る。 

 

 

第５節 防災事業 
［防災危機管理課、農林水産課、土木課、建築住宅課、下水道課、各施設所管課］ 

 

流域治水の考えの下、地域の特性に配慮しつつ災害に強いまちづくりを推進するとともに、風水

害等の災害の発生防止及び被害の軽減を図るため、次の防災事業を推進する。 

 

１ 地域保全事業 

  治山事業及び治水事業については、その有機的関連性に鑑み、水源地から河口まで水系を一体

として捉え、治水、利水の調整を図りつつ、総合的な事業の計画的推進を図る。 

  なお、一般の造林事業についても、地域保全的機能を重視し、積極的な推進を図る。 

  海岸保全事業については、埋立又は干拓事業、港湾事業、道路事業、都市計画事業等との関連を

考慮し、整備する。 

  農地防災事業については、治山、治水、海岸保全その他各種事業との調整を図りつつ、その計

画的促進を図る。 

（1） 治山事業 [農林水産課、土木課] 

   これまで山地災害の防止、水源かん養機能の向上、森林による生活環境の保全、形成等を図

るため、治山事業に関する計画に基づき、保安施設事業及び地すべり防止事業が県において実

施され、また小規模治山事業については市において実施するなど、山地災害の未然防止を図っ

てきたところであるが、市にはいまだに山地災害危険地区、小規模山地崩壊危険地、海岸侵食

危険地、なだれ危険箇所が資料編に掲載のとおり存在しており、また屏風山地帯の砂地では裸

地の増加がいまだにみられ、集中豪雨等により山田川水系の機能を悪化させている。危険度の

高い地区については、早急な防止対策が必要であり、かつ水源かん養機能の向上、森林による

生活環境の保全、形成等を図ることが地元住民から強く望まれている。 
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   このため、他事業との調整を図りつつ、その対策を計画的に推進するよう国、県に働きかけ

る。 

【資料・様式編】 資料 14 山腹崩壊危険地区一覧 

（2） 土砂災害対策事業 [土木課] 

   集中豪雨等による土石流、地すべり、急傾斜地の崩壊等による災害から住民の生命、身体及

び財産を保護するための砂防事業、地すべり対策事業及び急傾斜地崩壊対策事業の計画的推進

を国、県に働きかける。 

 また、なだれによる災害から人命を守るため、集落の保護を目的としたなだれ対策事業の計

画的推進を国、県に働きかける。なお、危険区域内における制限行為等について周知徹底を図

る。 

ア 地すべり対策事業 

   市には、資料編に掲載のとおり地すべり危険箇所等があり、これまで地下水の排水施設、擁

壁等それぞれの地域に対応した防止施設工事が実施されてきたところであるが、今後も地すべ

り対策事業の計画的推進を国、県に働きかける。 

  【資料・様式編】 資料 15 地すべり危険箇所一覧 

イ 急傾斜地崩壊対策事業 

   市では、これまで集中豪雨等に伴い、急傾斜地の崩壊による災害に対処するため、その所有

者等が崩壊防止工事を行うことが困難又は不適当と認められるものについて、危険度の高いも

のから順次急傾斜地の崩壊を防止するための施設を重点的に整備するなど、急傾斜地対策事業

が実施されてきたところである。 

   しかし、市域には、急傾斜地崩壊危険箇所を資料編に掲載のとおり急傾斜地崩壊危険箇所が

あり、その危険度の高い地区も多いため、今後も急傾斜地崩壊対策事業の計画的推進を国、県

に働きかける。 

  【資料・様式編】 資料 16 急傾斜地崩壊危険箇所一覧  

ウ なだれ対策事業 

   市には、資料編に掲載のとおりなだれ危険箇所があり、今後もなだれ対策事業の計画的推進

を国、県に働きかける。 

  【資料・様式編】 資料 18 なだれ危険箇所一覧 

（3） 河川防災対策事業 [土木課] 

   市内を流下する一級河川には、国の直轄管理である岩木川と県が管理する山田川があり、岩

木川については水かさが増すことにより堤内にある水田、畑地は内水被害を受けている。 

市は、国及び県の管理する河川について、堤防の維持、補修、護岸、堆積土砂の河川維持修

繕、河積の拡大、河道の安定等の河川改修事業の推進を国及び県に働きかける。 

また、市内には河川には含まれない排水路として古田川・妙堂川・中の川・出精川があり、

これらの排水路は集中豪雨や台風、融雪期にたびたび氾濫し、住宅地や農用地が被害を受けて

いる。 

  【資料・様式編】 資料 19 重要水防箇所一覧 

（4） 海岸防災対策事業 [農林水産課] 
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   市の海岸線の延長は、22.9 ㎞に及んでおり、中でも出来島地区は、海岸侵食が進行している

ことから、後背地の保全が急務となっている。 

   なお、海岸保全事業は、水管理・国土保全局所管海岸(国土交通省所管)、港湾局所管海岸(国

土交通省所管)、漁港海岸(農林水産省水産庁所管)及び農地海岸(農林水産省農村振興局所管)

に分かれて実施しているので連絡調整を図るよう関係機関に働きかける。 

   本市における海岸浸食危険地の状況は、資料編に掲載のとおりである。 

  【資料・様式編】 資料 20 海岸侵食危険地一覧 

（5）農地防災事業 [農林水産課] 

  ア 湛水防除事業 

    市域のほ場整備施工地域の主要排水路は、ほぼ整備が完了しているので、今後は維持管理

に努める。 

イ ため池等整備事業 

   (ｱ) 市には、築造年数が古い農業用ため池（災害防止用のダムを含む。）が多くあることか

ら、地震や豪雨に対する耐性評価を行い、その結果を踏まえた改修工事を実施して、堤体

の安全を確保し、下流地域の災害を未然に防止するよう努める。 

    【資料・様式編】 資料 21 ため池一覧 

   (ｲ) 市における農業用排水施設は、自然的・社会的状況の変化により、その効用が低下して

いるものもある。これらの施設について実態を把握し、必要なものは改修工事を実施し、

周辺農用地の災害を未然に防止するよう努める。 

   (ｳ) 市における土砂崩壊防止対策としては、風水害によって土砂崩壊の危険が生じた箇所

において、土留擁壁等の対策工事を実施し、農地及び農業用施設の災害を未然に防止する

よう努める。 

 

２ 都市防災対策事業 

  都市の自然放任によって生じる無計画な市街地や土地利用の混乱を防ぎ、都市防災を十分加味

して秩序ある環境の整備された市街地の確保を図るため、自然的条件を勘案した土地利用計画に

即して、都市空間の確保と都市構築物の安全化を図る必要がある。都市基盤整備事業、防災拠点

施設整備事業、市街地再開発事業、住環境整備事業、土地区画整理事業に基づき、風水害対策等

の防災面にも重点をおいて土地や水の性状等を十分考慮し計画する。 

（1） 地域地区の設定、指定 [建築住宅課] 

ア 用途地域の設定 

    用途混在による環境上、防災上の阻害要因を排除するため、市街地における適切な用途地

域を定める。 

イ 防火地域、準防火地域の指定 

    市街地における火災を防止するため、防火地域、準防火地域を指定し、次の都市基盤施設

事業を推進する。 

ウ 災害危険区域の指定 

県及び市は、豪雨、洪水、高潮、土砂災害等による危険の著しい区域については、災害を
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未然に防止するため、災害危険区域の指定について検討を行い、必要な措置を講じるものと

する。なお、災害危険区域の指定を行う場合は、既成市街地の形成状況や洪水浸水想定区域

等の状況を踏まえ、移転の促進や住宅の建築禁止のみならず、地方公共団体が定める水位よ

り高い地盤面や居室の床面の高さ、避難上有効な高さを有する屋上の設置など、様々な建築

の制限を幅広く検討するものとする。 

（2） 都市基盤施設の整備 [土木課、建築住宅課、下水道課] 

   都市の安全を確保するため、次の都市基盤施設事業を推進する。 

 ア 道路の整備 

    都市交通を処理するとともに、避難路、延焼遮断帯、緊急輸送路、消防用道路等の都市防

災上の機能を高めるため、道路整備事業を推進する。 

イ 公園緑地の整備 

    都市のやすらぎの確保とともに、指定緊急避難場所、避難路、延焼遮断帯等の都市防災上

の空間の確保のため、公園の整備及び外周部の植栽緑地化事業を推進する。 

ウ 都市下水路事業 

    雨水による市街地の浸水を防止するため、雨水路の改修事業を実施する。 

エ 公共下水道事業 

    公共用水域の水質保全を図るとともに、市街地の浸水を防止するため、ポンプ場、下水管

渠の新設又は改修事業を実施する。 

オ 浄化槽整備事業 

    公共用水域の水質保全を図るとともに、合併処理浄化槽整備区域において、災害時に下水

処理能力の機能維持が期待される合併処理浄化槽の整備を推進する。 

（3） 防災拠点施設整備事業 [防災危機管理課、消防本部] 

   安全な都市環境の実現を図るため、防災拠点施設、臨時ヘリポート等の活動拠点及び備蓄倉

庫、貯水槽等の災害応急対策に必要な施設の整備事業を推進する。 

（4） 市街地の整備 [建築住宅課] 

   既成市街地の災害防止のため、次の事業を推進する。 

ア 市街地再開発事業 

    土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新を図るとともに、都市における災害の

発生を防止するため、市街地再開発事業等を推進する。 

イ 住環境整備事業 

    住環境の整備改善とともに、都市における災害の発生を防止するため、住環境整備事業を

推進する。 

ウ 土地区画整理事業 

    未整備な市街地の道路、公園、河川等の公共施設を整備することにより、良好な市街地を

形成するとともに、治水対策、消火活動、避難行動、延焼防止等の都市防災を図るため、土

地区画整理事業を推進する。 

（5） 建築物不燃化対策 [各施設所管課] 

   安全な都市環境を実現するため、建築物の不燃化を図る。 
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ア 公共建築物の不燃化 

    庁舎、学校、病院等の公共建築物の不燃化を図る。 

イ 耐火建築物の建設促進 

    耐火建築物の建設を促進するため、融資制度の周知徹底を図る。 

（6） 風水害に対する建築物の安全性の確保［各施設所管課］ 

不特定多数の者が使用する施設並びに学校及び医療機関等の応急対策上重要な施設について

は、浸水等風水害に対する安全性の確保に特に配慮するとともに、住宅をはじめとする建築物

の風水害に対する安全性の確保を図るため、基準の遵守の指導等に努める。 

強風による屋根瓦の脱落・飛散防止を含む落下物の防止対策を図るとともに、防水扉及び防

水板の整備など建築物を浸水被害から守るための対策を促進するように努める。 

(7) 空き家等対策［防災危機管理課］ 

   平時より、災害による被害が予測される空家等の状況の確認に努めるとともに、そのまま放

置すれば倒壊等のおそれがある等、周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切

である状態にあると認められる空家等の所有者等に対し、必要な措置をとるよう助言又は指導

等を行うよう努める。 

 

３ その他の防災事業 

  その他の防災事業として道路、漁港等の点検、整備及び上水道の防災性の強化を図るとともに

危険地域からの移転事業の促進に努める。 

（1） 道路 [土木課] 

   市には、資料編掲載のとおり道路注意箇所があり、市道については、点検、整備に努め、国

道、県道については、今後も道路整備事業の計画的推進を国、県に働きかける。 

  【資料・様式編】 資料 22 管内道路一覧 

（2） 漁港等 ［農林水産課］ 

   市における漁港等施設については、施設の点検、整備に努める。 

（3） 上下水道施設 [下水道課 津軽広域水道企業団西北事業部] 

   市における上下水道施設については、防災対策の強化に努めるとともに、防災用資機材の整

備充実を図る。 

(4) 危険地域からの移転対策促進事業［土木課］ 

がけ地の崩壊等により、住民の生命に危険が及ぶおそれのある区域からの住宅の移転に対す

る助成を利用し、その促進を図る。 

ア 防災集団移転促進事業 

災害が発生した地域又は災害危険区域のうち、住民の居住に適当でないと認められる区域

内にある住居の集団的移転を促進する。 

イ がけ地近接等危険住宅移転事業 

がけくずれ等によりの危険のある住宅について、住民の生命の安全を確保するために、災

害危険区域等にある既存不適格住宅の移転を促進する。 

(5) 盛土による災害防止対策事業 
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危険が確認された盛土について、各法令に基づき、速やかに撤去命令等の是正指導を行うも

のとし、当該盛土について、必要に応じて、地域防災計画や避難情報の発令基準を見直すもの

とする。 

 

 

第６節 自主防災組織等の確立 [防災危機管理課、消防本部] 
  

 大規模な風水害等の災害が発生し、防災関係機関の活動が遅れたり、阻害されるような事態にな

った場合において、被害を最小限にとどめ、被害の拡大を防止するには、住民の自主的な防災活動

組織である自主防災組織による出火防止、初期消火、被災者の救出救護、避難誘導等の活動が行わ

れることが有効である。 

 このため、市は、地域住民による自主防災組織結成のための働きかけ及び訓練や研修会等を通じ

た既存の自主防災組織の育成・強化等を推進する。 

 

１ 自主防災組織の現況 

 自主防災組織は、現在 25 地区で組織され、防災活動を実施している。 

今後は、地域の実情に応じた自発的な防災活動に関する計画（以下「地区防災計画」という。）

に基づき平時、災害時において効果的に防災活動を行うよう指導する。 

自主防災組織一覧表                          令和５年３月現在 

地 区 組 織 数 構成員数 カバー世帯数 備 考 

木 造 5 393 787 
筒木坂婦人防火クラブ、萢中自主防災会、広岡自

主防災会、吹原自主防災会、丸山自主防災会 

森 田 4 434 838 
森田婦人消防協力隊、床舞自主防災会、森田自主

防災会、山田自主防災会 

柏 12 1,307 1,717 

小和巻防災会、上派立防災会、下町防災会、下古

川防災会、鷺坂防災会、稲盛防災会、玉水防災会、

広須防災会、姥島防災会、岩木防災会、小中野自

主防災会、上古川自主防災会 

稲 垣 4 180 396 
福富婦人防火クラブ、元増婦人防火クラブ、元増

自主防災会、繁田自主防災会 

合 計 25 2,314 3,738  

 

２ 自主防災組織の育成強化 

  自主防災組織の結成は住民が自主的に行うことを本旨としつつ、既存の自治会等の自治組織を

自主防災組織として育成するとともに、そのかなめとなるリーダー育成に努める。その際、女性

の参画の促進に努める。 

(1) 地域（自治会等の単位）の指導者及び住民に対し、自主防災組織の必要性の認識を高めるた

め、啓発活動（必要な資料の提供、研修会の開催等）を積極的に実施する。また、自主防災組

織への女性の参画促進に努める。 

 (2) 自主防災組織が実施する防災訓練に対し、消防団等と連携して積極的に指導するとともに、

地域住民が一致団結して、初期消火活動の実施及び障害者、高齢者、外国人、乳幼児、妊産婦
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等要配慮者の安全を確保するための防災活動が効果的に行われるような協力体制の確立を図

る。 

 (3) 自主防災活動を活発にするため、リーダー講習会の実施、モデル地域の紹介などを通じ、地

域社会のリーダーに対する防災知識の啓発を行うとともに、自主防災組織のかなめとなるリー

ダーの育成、多様な世代が参加できるような環境の整備を図る。その際、自主防災組織への女

性の参画促進に努める。 

 (4) 平時においては、食料や水等を備蓄し、防災知識の普及や防災訓練の会場として活用でき、

災害時においては指定避難所としての機能を有する活動拠点としての施設並びに消火、救助、

救護等のための資機材の整備を図る。 

(5) 防災リーダーの育成等、自助・共助の取組が適切かつ継続的に実施されるよう、水害･土砂災

害・防災気象情報に関する専門家の活用を図るものとする。 

 

３ 事業所の自衛消防組織の設置の促進 

  法令により消防計画等の作成及び自衛消防組織の設置が義務付けられている事業所については、

自主防災体制をより充実・強化するとともに、法令により義務付けられていない事業所について

も強力に設置を促進する。 

  なお、消防法（昭和 23 年法律第 186 号）第８条の２の５に基づく自衛消防組織、消防法第１４

条の４に基づく自衛消防組織の設置が義務付けられている事業所は、次のとおりである。 

(1） 学校、病院、工場、事業所、興行所、百貨店、複合用途防火対象物その他多数の者が出入り

し、勤務し、又は居住する防火対象物 

(2） 第４類の危険物の製造所、一般取扱所及び移送取扱所の一部 

 

４ 自主防災組織の防災活動の推進 

  自主防災組織は、地区防災計画を策定するとともに、これに基づき、平時及び災害時において

効果的で、かつ要配慮者に配慮した防災活動を次により行う。 

 (1) 平時の活動 

  ア 情報の収集伝達体制の確立 

イ 防災知識の普及及び防災訓練の実施 

ウ 活動地域内の防災巡視の実施 

エ 火気使用設備器具等の点検 

オ 防災用資機材の備蓄及び管理 

カ 要配慮者の把握 

キ 地区防災計画の作成 

 (2) 災害時の活動 

  ア 初期消火活動 

イ 地域内の被害状況等の情報の収集、住民に対する避難指示等の伝達、避難誘導 

ウ 救出救護の実施及び協力 

エ 集団避難の実施 

オ 指定避難所の開設・運営 
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カ 炊き出しや救援物資の配分に対する協力 

 

５ 事業所の防災活動の推進 

  事業所は、災害時において果たす役割（従業員、顧客の安全、経済活動の維持、地域住民への

貢献）の十分な認識の下で、自衛消防組織を設置し、次により自主防災体制の確立を図る。 

（1） 平時の活動 

ア 情報の収集伝達体制の確立 

イ 防災知識の普及及び防災訓練の実施 

ウ 火気使用設備器具等の点検 

エ 防災用資機材の備蓄及び管理 

（2） 災害時の活動 

ア 初期消火活動 

イ 救出救護の実施及び協力 

ウ その他 

 

６ 地区防災計画の提案 

  地区居住者等は、つがる市防災会議に対し、策定した地区防災計画を本計画に定めることを求

めることができる。つがる市防災会議は、地区居住者等の主体性を尊重した上で、本計画に定め

る必要があるかの判断を行う。必要を認めた場合には、当該地区防災計画を本計画に定めなけれ

ばならない。 

 

 

第７節 防災教育及び防災思想の普及 [防災危機管理課] 
 

 風水害等の災害による被害を最小限にくいとめるには、防災に携わる職員の資質の向上と住民一

人ひとりが日頃から風水害等の災害に対する認識を深め、災害から自己を守るとともにお互いに助

けあうという意識行動が必要である。 

 このため、防災業務担当職員に対する防災教育の徹底及び住民に対する防災知識の普及を図るも

のとする。その際、高齢者、障害者、外国人、乳幼児、妊産婦、外国人旅行者等の要配慮者に十分

配慮し、地域において要配慮者を支援する体制が整備されるよう努めるとともに、被災時の男女の

ニーズの違い等、男女双方及び性的マイノリティの視点に十分配慮するように努める。 

 また、地域コミュニティにおける多様な主体の関わりの中で、防災に関する教育の普及促進を図

る。 

 

１ 防災業務担当職員に対する防災教育 

市は、防災業務担当職員の災害時における適正な判断力を養成し、また職場内における防災体 

制を確立するため、研修会、検討会及び現地調査等を通じ防災教育の徹底を図る。 

なお、防災教育はおおむね次のとおりである。 

(1） 気象、風水害等の災害についての一般的知識の習得 

(2） 災害対策基本法を中心とした法令等の知識の習得 
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(3） 災害を体験した者との懇談会 

(4） 災害記録の文献による災害教訓等の習得 

 

２ 住民に対する防災思想の普及 

(1） 市は、人的被害を軽減する方策として、住民一人ひとりの避難行動が基本となることを踏ま

え、警戒レベルとそれに伴う避難指示等の意味と内容の説明及び自分は災害に遭わないという

思い込み（正常性バイアス）が避難の妨げになることなどの啓発活動を住民に対して行い、実

践的な防災教育を実施するものとする。なお、「自らの命は自らが守る」という意識を持ち、

自らの判断で避難行動をとること及び早期避難の重要性を住民に周知し、住民の理解と協力を

得るものとする。また、地域の災害リスクととるべき避難行動等についての住民の理解を促進

するため、行政主導のソフト対策のみでは限界があることを前提とし、住民主体の取組を支援・

強化することにより、市全体としての防災意識の向上を推進する。普及啓発方法及び内容は次

による。 

ア 普及啓発方法 

(ｱ) 防災の日、防災週間、防災とボランティアの日、防災とボランティア週間、水防週間、土

砂災害防止月間、雪崩防災週間、山地災害防止キャンペーン、火災予防運動期間など関係行

事を通じて講習会、展覧会等を実施し、防災思想の普及を図る。 

(ｲ) 放送局、新聞社等の協力を得て、ラジオ、テレビ又は新聞で行う。 

(ｳ) 防災に関するホームページ・パンフレット・ハンドブック・ポスター等を活用した普及啓

発を行う。また、災害時にホームページが活用されるよう促す。 

(ｴ) 防災に関する講演会等を開催する。 

イ 普及内容 

(ｱ) 簡単な気象・水象・地象に関すること 

(ｲ) 気象予報・警報等に関すること 

(ｳ) 災害時における心得 

(ｴ) 災害予防に関すること 

(ｵ) 災害危険箇所に関すること 

 (2） 公民館等の社会教育施設を活用した研修会など、地域コミュニティにおける多様な主体の関

わりの中で、防災に関する内容を組み入れ、地域住民に対する防災に関する教育の普及推進を

図る。 

(3） 市は、国、県、防災関係機関等の協力を得つつ、地域住民の適切な避難や防災知識・活動に

資するよう次の施策を講じる。 

  ア 浸水想定区域、指定避難所、避難路等水害に関する総合的な資料として、図面表示等を含

む形で取りまとめた洪水ハザードマップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等を

作成し、住民等に配布する。その際、河川近傍や浸水深の大きい区域については「早期の立

退き避難が必要な区域」として明示するとともに、避難時に活用する道路において冠水が想

定されていないか住民等に確認を促すよう努める。また、中小河川や内水による浸水に対応

した洪水ハザードマップの作成についても、関係機関が連携しつつ作成・検討を行う。さら
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に、主として要配慮者が利用する施設等における浸水被害を防止するとともに、洪水時の円

滑かつ迅速な避難を確保するため、作成した洪水ハザードマップを当該施設等の管理者へ提

供する。 

  イ 土砂災害警戒区域等の土砂災害に関する総合的な資料として、図面表示等を含む形で取り

まとめたハザードマップ、防災マップ、風水害発生時の行動マニュアル等を分かりやすく作

成し、住民等に配布する。 

  ウ 山地災害危険地区等の山地災害に関する行動マニュアル、パンフレット等を作成し、住民

に配布する。 

  エ 高潮による危険箇所や、指定緊急避難場所、避難路等高潮災害の防止に関する総合的な資

料として図面表示等を含む形で取りまとめたハザードマップや防災マップ、風水害発生時の

行動マニュアル等を作成し、住民等に配布する。 

  オ 防災マップの作成に当たっては、住民も参加する等の工夫をすることにより、災害からの

避難に対する住民等の理解促進を図るよう努める。 

  カ 市の地域の実情に応じ、災害体験館等防災知識の普及に資する施設の設置に努める。 

  キ ハザードマップ等の配布又は回覧に際しては、居住する地域の災害リスクや住宅の条件等

を考慮した上でとるべき行動や適切な避難先を判断できるよう周知に努めるとともに、安全

な場所にいる人まで避難場所に行く必要がないこと、避難先として安全な親戚・知人宅等も

選択肢としてあること、警戒レベル４で「危険な場所から全員避難」すべきこと等の避難に

関する情報の意味の理解の促進に努める。 

(4） 青森地方気象台は、青森県、県内の市町村その他の防災関係機関と連携し、土砂災害、洪水

害、高潮、竜巻等突風による災害等の風水害が発生する状況を住民が容易に理解できるよう、

これらに係る防災気象情報の解説に努めるとともに、報道機関等の協力を得て、地域の防災リ

ーダーや住民に正確な知識を普及するものとする。また、特別警報・警報・注意報及び竜巻注

意情報等発表時の住民のとるべき行動等について、関係機関と連携して、普及･啓発を図るもの

とする。市は、県及びその他の防災関係機関と連携しつつ、協力するものとする。 

(5） 災害教訓の伝承 

   市は、過去に起こった大災害の教訓や災害文化を確実に後世に伝えていくため、大災害に関

する調査分析結果や映像を含めた各種資料を広く収集・整理し、適切に保存するとともに、広

く一般の人々が閲覧できるよう努め、住民が災害教訓を伝承する取組を支援するものとする。 

   また、国土地理院と連携して、自然災害伝承碑（災害に関する石碑やモニュメント等）の持

つ意味を正しく後世に伝えていくよう努めるものとする。 
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第８節 企業防災の促進 [防災危機管理課、商工労政課、消防本部] 
 

 企業は、災害時に企業の果たす役割(生命の安全確保、二次災害の防止、事業の継続、地域貢献・

地域との共生)を踏まえ、施設の利用者等の安全確保や機械の停止等により被害の拡大防止を図る

ため、企業防災に向けた取組に努める。 

 

１ 事業継続計画（ＢＣＰ）等の作成 

  企業は、自らの自然災害リスクを把握するとともに、リスクに応じた、リスクコントロールと

リスクファイナンスの組み合わせによるリスクマネジメントの実施に努めるものとする。具体的

には、災害時に重要業務を継続するための事業継続計画（ＢＣＰ）を策定・運用するよう努める

とともに、防災体制の整備、防災訓練の実施、事業所の耐震化・耐浪化、損害保険等への加入や

融資枠の確保等による資金の確保、予想被害からの復旧計画策定、各計画の点検・見直し、燃

料・電力等重要なライフラインの供給不足への対応、取引先とのサプライチェーンの確保等の事

業継続上必要な取組を継続的に実施するなどの防災活動の推進に努めることが望ましい。 

  市は、事業継続計画（ＢＣＰ）作成の取組に資する情報提供を行うなど、管内企業の作成への

取組を支援する。 

 

２ 防災意識の高揚 

  市及び各業界の民間団体は、企業防災に資する情報の提供等を進め、企業のトップから一般職

員に至る職員の防災意識の高揚を図るとともに、優良企業表彰、企業の防災に係る取組の積極的

評価等により企業の防災力向上の促進を図る。また、企業防災分野の進展に伴って増大すること

になる事業継続計画（ＢＣＰ）策定支援及び事業継続マネジメント（ＢＣＭ）構築支援等の高度

なニーズにも的確に応えられる市場の健全な発展に向けた条件整備に取り組むものとする。 

  市及び商工会は、中小企業等による事業継続力強化計画に基づく取組等の防災・減災対策の普

及を促進するため、連携して、事業継続力強化支援計画の策定に努めるものとする。 

 

３ 防災訓練等への参加 

  市は、企業を地域コミュニティの一員としてとらえ、地域の防災訓練等への積極的参加の呼び

かけ、防災に関するアドバイスを行う。 

 

４ 従業員の安全確保 

  事業者は、豪雨や暴風などで屋外移動が危険な状況であるときに従業員等が屋外を移動するこ

とのないよう、また、避難を実施する場合における混雑・混乱等を防ぐため、テレワークの実施、

時差出勤、計画的休業など不要不急の外出を控えさせるための適切な措置を講じるよう努める。 
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第９節 防災訓練［防災危機管理課、消防本部］ 
 

 風水害等の災害発生時等における応急対策を迅速かつ円滑に実施するため、防災関係機関と住民

等の間における連絡協力体制を確立するとともに、防災体制の強化と住民の防災意識の高揚を図る

ことを目的として、計画的、継続的な防災訓練を実施するものとする。 

 

１ 総合防災訓練の実施 

  市は、災害応急対策を迅速かつ的確に遂行するため、次の災害想定を単独若しくは組み合わせ

た防災訓練又はさらに大規模地震・津波想定を組み合わせた防災訓練を企画し、県その他の防災

関係機関、公私の団体、水防協力団体、自主防災組織、民間企業、ＮＰＯ・ボランティア等の多

様な主体の参画を得ながら、青森県総合防災情報システムを活用した総合防災訓練を実施する。

この際、自主防災組織や要配慮者を含めた住民参加のもとでの夜間避難訓練、災害時応援協定締

結業者等との通信連絡途絶時の連絡調整訓練、大規模災害を想定した広域避難訓練等、実災害を

想定した様々な条件設定に加え、感染症が流行している状況の設定などに努めるほか、実態に即

した訓練項目の実施に努める。 

  訓練の方法については、努めて、人・物等を動かす実動訓練、状況付与に基づいて被害状況を

収集・整理し、状況の予測や判断、活動方針の決定等を行わせる図上訓練等、実際の判断・行動

を伴う方式により実施する。 

  なお、訓練終了後は評価を実施して、課題・問題点等を明確にし、必要に応じて各種マニュア

ルや体制等の検証・改善を行う。 

（1） 風水害想定 

   風水害を想定した総合防災訓練は、県、その他の防災関係機関等の協力を得て、次のとおり

実施する。また、訓練の実施に当たっては、必要に応じハザードマップを活用して行う。 

  ア 市水防計画に基づいて実施する。 

  イ 実施時期は、できるだけ出水期又は台風シーズン前とし、毎年１回以上実施するよう努め

る。 

  ウ 実施場所は、河川危険箇所、注意箇所等洪水が予想される場所を選定して実施する。 

  エ 訓練内容はおおむね次のとおりとする。 

   (ｱ) 災害広報訓練 

   (ｲ) 通信訓練 

   (ｳ) 情報収集伝達訓練 

   (ｴ) 災害対策本部設置・運営訓練 

   (ｵ) 交通規制訓練 

   (ｶ) 避難・避難誘導訓練 

   (ｷ) 水防訓練 

   (ｸ) 土砂災害防御訓練 

   (ｹ) 救助・救出訓練 

   (ｺ) 救急・救護訓練 

   (ｻ) 応急復旧訓練 
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   (ｼ) 給水・炊き出し訓練 

   (ｽ) 隣接市町村等との連携訓練 

   (ｾ) 指定避難所開設・運営訓練 

   (ｿ) 要配慮者の安全確保訓練 

   (ﾀ) ボランティアの受入れ・活動訓練 

   (ﾁ) その他災害想定に応じて必要と認められる訓練 

（2） 大規模林野火災想定 

   大規模な林野火災を想定した総合防災訓練は、県、その他の防災関係機関等の協力を得て、

次のとおり実施する。 

  ア 実施期間は、山火事防止運動強調期間（４月１０日～６月１０日）内とする。 

  イ 実施場所は、林野及び市街地とし、それぞれ年１回以上実施するよう努める。 

  ウ 訓練内容は、おおむね次のとおりとする。 

   (ｱ) 情報収集・伝達訓練 

   (ｲ) 現場指揮本部設置訓練 

   (ｳ) 航空偵察訓練 

   (ｴ) 空中消火訓練 

   (ｵ) 地上消火訓練 

   (ｶ) 避難・避難誘導訓練 

   (ｷ) その他災害想定に応じて必要と認められる訓練 

 

２ 個別防災訓練の実施 

  市は、災害時において処理すべき事務又は業務を迅速かつ円滑に行うため、ブラインド方式の

図上訓練も含め、地域の災害リスクに基づいた個別防災訓練を段階的、定期的に実施する。また、

複合災害を想定した図上訓練や、感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施す

るものとする。 

  なお、訓練項目は、おおむね次のとおりとすし、訓練終了後は評価を実施して、課題・問題点

等を明確にし、必要に応じて各種マニュアルや体制等の検証・改善を行うものとする。 

（1） 通信訓練 

（2） 情報収集伝達訓練 

（3） 非常招集訓練 

（4） 災害対策本部設置・運営訓練 

（5） 避難・避難誘導訓練 

（6） 消火訓練 

（7） 救助・救出訓練 

（8） 救急・救護訓練 

（9） 水防訓練 

(10) 指定避難所開設・運営訓練 

(11) 給水・炊き出し訓練 

(12) その他市独自の訓練 
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３ 防災訓練に関する普及啓発 

個別防災訓練や総合防災訓練の参加者となる住民に対して、市の広報など各種の媒体を通じた

普及啓発を行い、防災訓練への参加意識を高揚する。 

また、市は地域の防災力を高めるため、住民自らが実施し、幅広い層が参加する防災訓練の普

及に努めるとともに、地域住民と一体的に取り組む訓練の実施を推進する。 

 

 

第１０節 避難対策［防災危機管理課、健康福祉部、民生部］ 
 

 災害時等における住民の迅速かつ円滑な避難を確保するため、指定避難所及び避難路の選定、避

難訓練、避難に関する広報、避難計画の策定等避難体制の整備を図るものとする。 

また、大規模災害時の想定危険箇所を把握し、現状の指定避難所及び避難路等についての総合的

な課題の洗い出しを実施し、県と一体となって最適な指定避難所及び避難路等を地域ごとに検証し、

現状に即した最も効果的な指定避難所及び避難路を確保する。 

 

１ 指定緊急避難場所の指定 

  指定緊急避難場所については、災害種別に応じて、被災が想定されない安全区域内に立地する

施設等又は安全区域外に立地するが災害に対して安全な構造を有し、想定される洪水等の水位以

上の高さに避難者の受入れ部分及び当該部分への避難経路を有する施設であって、災害時に迅速

に指定緊急避難場所の開放を行うことが可能な管理体制等を有するものを指定するものとする。

 また、専ら避難生活を送る場所として整備された指定避難所を指定緊急避難場所と間違わない

よう、両者の違いについて住民への周知徹底を図るものとする。 

指定緊急避難場所は、災害の想定等により、必要に応じて近隣市町村の協力により、近隣市町

村に設けることができるものとする。 

 

２ 指定避難所の指定 

  指定避難所については、地域的な特性や過去の教訓、想定される災害、感染症対策等を踏まえ、

被災者を滞在させるために必要となる適切な規模を有し、速やかに被災者等を受け入れることな

どが可能な構造又は設備を有する施設であって、救援物資等の輸送が比較的容易な場所にあるも

のを指定し、平時から、指定避難所の場所、受入人数等について、住民への周知徹底を図るもの

とする。また、災害時に指定避難所の開設状況や混雑状況等を周知することも想定し、ホームペ

ージやアプリケーション等の多様な手段の整備に努めるものとする。なお、指定緊急避難場所と

指定避難所は相互に兼ねることができるものとする。 

なお、指定に当たっては、次の事項についても留意する必要がある。 

  ア 要避難地区のすべての住民（昼間人口も考慮する。）を避難できるような場所を選定する。 

  イ 洪水流の遡上域よりも高所にあるところとする。 

  ウ 大規模な土砂災害、浸水などの危険のないところとする。 

  エ 地区分けをする場合においては、自治会単位を原則とするが、主要道路、鉄道、河川等を



風水害等災害対策編（第 3 章 災害予防計画） 

  

3-27 

横断して避難することはできるだけ避ける。 

オ 指定避難所内の一般避難スペースで生活することが困難な要配慮者のため、必要に応じて

福祉避難所を指定するよう努めるとともに、民間賃貸住宅、旅館・ホテル等を避難所として

借り上げるなど、多様な避難所の確保に努める。 

    なお、指定避難所の指定に当たっては、施設管理者とあらかじめ協定を締結するものとす

る。 

  カ 福祉避難所として要配慮者を滞在させることが想定される施設にあっては、要配慮者の円

滑な利用を確保するための措置が講じられており、また、災害が発生した場合において要配

慮者が相談等の支援を受けることができる体制が整備され、主として要配慮者を滞在させる

ために必要な居室が可能な限り確保されるものを指定する。 

キ 福祉避難所として指定避難所を指定する際には、あらかじめ受入対象者を特定して公示し、

受入れを想定していない避難者が避難してくることがないようにする。 

    また、その公示を活用して、福祉避難所で受け入れるべき要配慮者を事前に調整の上、個

別避難計画等を作成し、要配慮者が、避難が必要となった際に福祉避難所へ直接避難するこ

とができるよう努める。 

ク 感染症発生時等、指定避難所の収容人員に制限が必要な場合等において、避難者の受入れ

が困難となることを防ぐため、あらかじめ可能な限り多くの施設を指定避難所として指定す

る。 

また、旅館やホテル等、指定避難所以外の施設等を避難所として開設することを想定して

おくとともに、可能な者は安全な場所にある親戚や友人宅に避難するよう、住民に対し周知

する。 

 

３ 指定避難所等の事前指定等 

  ア 指定避難所等は、資料編に記載のとおりである。 

【資料・様式編】 資料 23 指定避難所等一覧 

  イ 災害の状況により、指定避難所のみでは足りない場合、又は市区域内で適当な施設を確保で

きない場合は、隣接市町村等に対する避難所の提供の要請又は県有施設や民間施設等の使用

措置を講じる。感染症対策のため、指定避難所の受入人数の制限が必要な場合についても同

様とする。 

この際、施設管理者との使用方法等についての事前協議、輸送事業者等との事前調整など

を実施しておくものとする。 

 

４ 臨時ヘリポートの確保 

  指定避難所等が孤立するおそれが想定され、かつ救援物資等を空輸以外で輸送ができない場合

は、その周囲にヘリコプターが臨時で離着陸できる場所の確保に努める。 

 

５ 指定避難所の整備等 

  避難者の良好な生活環境を確保するため、指定避難所の施設・設備等を整備する。 
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整備に当たっては、要配慮者、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方及び性的マイノリテ

ィの視点への配慮、家庭動物の同行避難に留意するものとする。特に、性暴力や DV 等の対象とな

りやすい女性及び子供等や、周囲の理解不足により偏見にさらされやすい性的マイノリティにと

って安全・安心な避難所となるよう、施設・設備の配置等に十分配慮するものとする。また、警

察、病院及び女性支援団体との連携の下、被害者への相談窓口情報の提供を行うよう努めるもの

とする。 

各指定避難所の運営者は、指定避難所の良好な生活環境の継続的な確保のために、専門家等と

の定期的な情報交換に努めるものとする。 

なお、指定管理施設が指定避難所となっている場合は、指定管理者との間で事前に避難所運営

に関する役割分担等を定めるよう努めるものとする。 

ア 施設・設備の整備 

貯水槽、井戸、トイレ（仮設トイレ、マンホールトイレ、男女共用の多目的トイレを含む。）、

照明、換気設備、空調設備、通信設備等の整備に努めるとともに、停電対策のため、非常用

電源の整備や、電力容量の拡大に努めるものとする。 

イ 食料、飲料水、その他の資機材の整備 

避難生活に必要な食料、飲料水、携帯トイレ、仮設トイレ、生活必需品、マット、簡易ベ

ッド（段ボールベッドを含む。）、間仕切り等の物資や、これらの物資の備蓄場所の確保に

努めるとともに、テレビ、ラジオ等、避難者の災害情報の入手に資する機器等の整備に努め

るものとする。 

ウ 指定避難所における感染症対策 

感染症のまん延を防止するため、マスク、消毒液、パーティション、体温計、運営スタッ

フ用の防護具等、必要な資機材を備蓄するよう努めるものとする。 

また、指定避難所における感染症対策について、避難者の健康管理や避難所の衛生管理、十

分な避難スペースの確保、適切な避難所レイアウトの設定等の必要な措置を講じるよう努めるものと

する。また、平時から、指定避難所のレイアウトや動線等を確認しておくとともに、感染症患

者が発生した場合の対応を含め、平時から防災担当部署と保健福祉担当部署が連携して、必

要な場合には、ホテルや旅館等の活用等を含めて検討するよう努めるものとする。 

 

６ 標識の設置等 

  指定緊急避難場所等を指定したときは、指定緊急避難場所等及び周辺道路に案内標識、誘導標

識等を設置することにより、地域住民に周知し、速やかな避難に資するよう努める。また、誘導

標識は、日本産業規格に基づく災害種別一般記号を使用し、どの災害の種別に対応した指定緊急

避難場所であるかを明示するよう努める。 

 

７ 避難路の選定 

ア 危険区域、危険箇所を通過しない道路とする。 

イ 避難のため必要な広さを有する道路とする。 
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８ 避難訓練の実施 

  住民の意識の高揚を図るため、定期的に避難訓練を実施する。特に、土砂災害については、危

険な急傾斜地から離れる方向に速やかに避難する訓練を行うなど、実践的な避難訓練の実施等に

よる住民の意識啓発に努める。また、感染症の拡大のおそれがある状況下での災害対応に備え、

感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練を積極的に実施するものとする。 

 

９ 避難に関する広報 

  住民が的確な避難行動をとることができるようにするため、平素から次により広報活動を実施する。 

  なお、指定緊急避難場所は災害種別に応じて指定がなされていること及び避難の際には発生す

るおそれのある災害に適した指定緊急避難場所を避難先として選択すべきであることについて、

日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。特に、指定緊急避難場所と指定避難所が相互

に兼ねる場合においては、特定の災害においては当該施設に避難することが不適当である場合が

あることを日頃から住民等への周知徹底に努めるものとする。 

 (1) 避難所等の広報 

   地域住民に対して、指定避難所等に関する次の事項について、周知徹底を図る。 

  ア 指定避難所等の名称 

  イ 指定避難所等の所在位置 

  ウ 避難地区分け 

  エ その他必要な事項 

 (2) 避難のための心得の周知徹底 

   避難住民に対して、次の避難に関する心得の周知徹底を図る。特に避難時の心得については、

指定緊急避難場所、安全な親戚・知人宅、ホテル・旅館等への避難を基本とするものの、ハザ

ードマップ等を踏まえ、自宅等で身の安全を確保することができる場合は、住民自らの判断で

「屋内安全確保」を行うことや、避難時の周囲の状況等により、指定緊急避難場所等への避難

がかえって危険を伴う場合は、「緊急安全確保」を行うべきことについて、日頃から周知徹底

に努める。 

  ア 避難準備の知識 

  イ 避難時の心得 

避難行動への負担感、過去の被災経験等を基準にした災害に対する危険性の認識、正常性

バイアス等を克服し、避難行動を取るべきタイミングを逸することなく適切な行動をとるこ

と。 

  ウ 避難後の心得 

 (3) 指定避難所の運営管理に必要な知識の普及 

   市は、マニュアルの作成、訓練等を通じて、住民等が主体的に指定避難所を運営できるよう

に配慮するよう努める。この際、住民等への普及に当たっては、住民等が主体的に指定避難所

を運営できるように配慮するよう努める。特に、夏季には熱中症の危険が高まるため、熱中症

の予防や対処法に関する普及啓発に努める。 
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１０ 避難計画の策定 

  市は、次の事項に留意して避難計画を策定しておく。避難計画の策定に当たっては、水害、土

砂災害、複数河川の氾濫、台風等により高潮と洪水との同時発生等、複合的な災害が発生するこ

とを考慮するよう努める。 

(1) 避難指示等を発令する基準及び伝達方法 

 (2) 避難指示等を発令する対象区域（自治会等、同一の避難行動をとるべき避難単位）、指定避

難所の名称、所在地、対象世帯数並びに対象者数及び避難行動等要支援者の状況 

 (3) 指定避難所への経路及び誘導方法 

 (4) 避難行動等要支援者の適切な避難誘導体制 

 (5) 指定避難所における要配慮者のための施設・設備の整備 

 (6) 指定避難所開設に伴う被災者救援措置に関する事項 

ア 給水措置 

    イ 給食措置 

ウ 毛布、寝具等の支給措置 

エ 被服、生活必需品の支給措置 

オ 負傷者に対する応急救護措置 

カ その他指定避難所開設に伴う通信機器、仮設トイレ、テレビ、ラジオ、マット、非常電源

等の設備等の整備 

 (7) 指定避難所の管理に関する事項 

ア 避難者受入中の秩序保持 

イ 避難者に対する災害情報の伝達 

ウ 避難者に対する応急対策実施状況の周知 

エ 避難者からの各種相談の受付 

オ その他必要な事項 

(8) 災害時における広報 

(9) 自主防災組織等との連携 

住民の円滑な避難のため、必要に応じて避難場所の開錠・開設について、自主防災組織等の

地域コミュニティを活用して行う。 

(10) ホームレスの受入れ 

   指定緊急避難場所や指定避難所に避難したホームレスについて、住民票の有無等に関わらず

適切に受け入れられるよう、地域の実情や他の避難者の心情等について勘案しながら、あらか

じめ受け入れる方策について定めるよう努める。 

 

１１  広域一時滞在に係る手順等の策定 

市は、大規模広域災害時に円滑な広域避難及び広域一時滞在が可能となるよう、災害時の具体

的な避難・受入方法を含めた手順等を策定しておく。 
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１２  その他 

(1) 市は、平時及び災害時における男女共同参画担当部署及び男女共同参画センターの男女共同

参画の視点を取り入れた防災対策に係る役割について、防災担当部署と男女共同参画担当部署

が連携し明確化しておくよう努める。 

 

 

第１１節 災害備蓄対策［防災危機管理課］ 
 

 災害時に必要な物資の備蓄は、自助・共助によることを基本とし、公助による備蓄は自助・共助

による備蓄を補完する目的で行うものとする。 

公助による備蓄に限界があることから、防災関係機関と連携し、住民に対して自助・共助による

備蓄の重要性及びその実践について啓発を行い、住民の災害への備えを向上させるよう努める。 

 

１ 実施内容 

 (1) 自助・共助による備蓄 

   住民、自主防災組織、事業所等は、災害時に必要となる物資を備蓄する。 

   備蓄物資は、停電や断水でも使用可能な食料、飲料水、生活必需品等を備蓄する。特に冬期

間を考慮し、停電時でも使用可能な暖房器具、毛布を準備することや、備蓄食品は米等だけで

はなく調理不要な非常食及び調理器具等を準備する。 

また、自動車を保有する者は、自動車へのこまめな満タン給油に努める。 

   ア 家庭における備蓄 

     住民は、災害時に必要な物資を「最低３日分、推奨１週間分」備蓄する。 

   イ 自主防災組織における備蓄 

自主防災組織は、災害時に必要な物資を「最低３日分、推奨１週間分」備蓄する。 

ウ 事業所等における備蓄 

事業者等は、災害時に必要な物資を「最低３日分、推奨１週間分」備蓄する。 

     また、従業員以外の施設利用者等に対する物資の備蓄についても配慮する。 

  (2) 公助による備蓄  

   最大規模の被害想定を算定の基礎とし、被災者の避難生活に必要な食料・飲料水・生活必需

品・ブルーシート・土のう袋・感染症対策用品等の物資や避難所運営に必要な資機材を中心と

して備蓄する。 

   ア 市における備蓄 

住民の備蓄物資が被災し、使用できないことを想定し、被災者の避難生活に必要な物資を

幅広く備蓄する。 

     また、避難所運営に必要な資機材を備蓄する。 

イ 物資調達・輸送調整等支援システムを活用し、あらかじめ、備蓄物資や物資拠点の登

録に努める。 

ウ 平時から災害時応援協定を締結した民間事業者等の連絡先の確認を行うとともに、訓
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練等を通じて、要請手続、物資の備蓄状況及び運送手段等の確認を行うよう努める。 

 (3) 備蓄物資の整備 

市は、青森県災害備蓄指針等を踏まえ、備蓄の整備方法を定めた災害備蓄整備計画を策定する

などにより、備蓄を推進する。 

 

 
 

第１２節 要配慮者安全確保対策［防災危機管理課、福祉課、介護課、子育て健康課］ 
 

 災害に備えて、地域住民の中でも、特に配慮を要する要配慮者を保護するため、要配慮者の支援

体制の整備、避難行動要支援者名簿の作成及び運用、個別避難計画の作成及び運用、要配慮者利用

施設の安全性の確保等を行うものとする。その際、被災時の男女のニーズの違い等、男女双方及び

性的マイノリティの視点に十分配慮するよう努めるものとする。 

 

１ 要配慮者の支援体制の整備等 

(1) 要配慮者に関する防災知識の普及 

県、市等防災関係機関は、防災知識の普及、訓練等の機会に住民に対して要配慮者の安全

確保に関する普及啓発活動を積極的に行う。また、外国人に配慮し、多言語による防災知識

の普及に努めるとともに、障害者に配慮し、障害の内容や程度に応じた防災知識の普及に努

める。 

(2) 高齢者の避難行動への理解促進 

県及び市は、防災（防災・減災への取組実施機関）と福祉（地域包括支援センター・ケア

マネジャー）の連携により、高齢者に対し、適切な避難行動に関する理解の促進を図るもの

とする。 

(3) 要配慮者の支援方策の検討 

県、市等防災関係機関は、被災した要配慮者が避難後に命の危険にさらされる事態を防ぐ

ため、防災、医療、保健、福祉等の各専門分野が連携した支援方策の検討に努める。 

(4) 要配慮者に対する広域的な福祉支援ネットワークの構築 

県及び青森県社会福祉協議会等関係団体（青森県災害福祉広域支援ネットワーク協議会構

成団体）は、災害時における要配慮者の様々な福祉・介護等のニーズ把握及び支援調整等を広

域的に行うため、行政と民間が一体となった広域的な福祉支援ネットワークを構築し、要配慮

者支援活動を行う災害福祉支援チーム（ＤＣＡＴ）のチーム員の養成を行うものとする。 

(5) 指定避難所における連絡体制等の整備 

市は、指定避難所における要配慮者に対する各種情報の連絡・伝達体制を充実させるため、

テレビ放送における手話通訳、外国語放送及び文字放送の積極的な活用を図るとともに、指定

避難所等での文字媒体（電光掲示板等）の活用等に努める。 

(6) 応急仮設住宅供給における配慮 

市は、応急仮設住宅の供給に当たっては、特に高齢者、障害者の優先的入居及び高齢者、障

害者向け応急仮設住宅の設置等要配慮者に配慮した計画を定めておく。 
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(7) 防災訓練における要配慮者への配慮 

防災関係機関は、防災訓練を実施する際、要配慮者に十分配慮するとともに、地域におい

て要配慮者を支援する体制の構築につながるよう努める。 

 

２  避難行動要支援者名簿の作成及び運用 

(1)  名簿の作成 

市は、地域に居住する要配慮者のうち、災害が発生し、又は災害が発生するおそれがある場

合に自ら避難することが困難であって、その円滑かつ迅速な避難の確保を図るために特に支援

を要する者（以下「避難行動要支援者」という。）の把握に努める。また、市地域防災計画の

定めるところにより、避難行動要支援者について避難の支援、安否の確認その他の避難行動要

支援者の生命又は身体を災害から保護するために必要な措置を実施するための基礎となる避難

行動要支援者名簿を作成しなければならない。 

(2) 名簿の記載事項 

ア 氏名 

イ 生年月日 

ウ 性別 

エ 住所又は居所 

オ 電話番号その他の連絡先 

カ 避難支援等を必要とする理由 

キ その他避難支援等の実施に関して市長が必要と認める事項 

(3) (1)の名簿を作成するための方法・手順は次のとおりとする。 

ア 名簿に登載する者の範囲は、次のとおりである。 

(ｱ) 介護保険法における要介護度 3 以上の認定者 

(ｲ) 身体障害者手帳 1、2 級の所持者 

(ｳ) 愛護（療育）手帳Ａの所持者 

(ｴ) 精神障害者保健福祉手帳 1 級の所持者 

(ｵ) ７５歳以上の高齢者のみの世帯 

(ｶ) 市の生活支援を受けている難病患者 

(ｷ) その他（医療的ケア児、傷病者、乳幼児、妊産婦、外国人など避難行動に支援を要する

もの） 

イ 名簿作成に関する担当課は次のとおりである。 

    福 祉 課：障害者等 

    介 護 課：高齢者、要介護者 

    子育て健康課：乳幼児・妊産婦 

    市 民 課：住民基本台帳 

ウ 名簿作成に必要な情報の入手方法は次のとおりである。 

(ｱ) ひとり暮らしの高齢者、高齢者のみの世帯などの高齢者の情報は、住民基本台帳の活用

により把握する。 
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(ｲ) 要介護者の情報は、要介護認定情報により把握する。 

(ｳ) 障害者の情報は、障害者台帳における情報により把握する。 

(ｴ) 乳幼児・妊産婦の情報は、母子手帳台帳等により把握する。 

(ｵ) 市の関係部署、避難支援関係機関等が見守り活動等を行った際に得た要支援者の情報を

収集することにより把握する。 

(4) 名簿の作成に当たっての情報提供の依頼 

(1)の名簿を作成するにあたり、市長は、知事その他の関係機関に対して情報の提供を求め

ることができる。 

(5) 関係機関への名簿の提供 

市は、市地域防災計画に定めるところにより、消防機関、県警察、民生委員・児童委員、

社会福祉協議会、自主防災組織など避難支援に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人

の同意がある場合、又は、当該市の条例の定めがある場合には、あらかじめ避難行動要支援

者名簿を提供し、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の

整備、避難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際、

名簿情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

(6) 名簿の定期的な更新及び適切な管理 

市は、避難行動要支援者名簿について、居住状況や避難支援を必要とする事由を適切に反

映したものとなるよう、定期的に更新するとともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合にお

いても名簿の活用に支障が生じないよう、電子媒体や紙媒体などの複数の媒体で準備してお

くことを検討する。その際、名簿情報の適切な管理に努めるものとする。 

 

３ 個別避難計画の作成及び運用 

(1) 計画の作成 

市は、市地域防災計画に基づき、防災担当部局や福祉担当部局など関係部局の連携の下、

福祉専門職、社会福祉協議会、民生委員、地域住民等の避難支援等に携わる関係者と連携し

て、名簿情報に係る避難行動要支援者ごとに、作成の同意を得て、個別避難計画を作成する

よう努めるものとする。 

(2) 計画の定期的な更新及び適切な管理 

個別避難計画については、避難行動要支援者の状況の変化、ハザードマップの見直しや更

新、災害時の避難方法等の変更等を適切に反映したものとなるよう、必要に応じて更新する

とともに、庁舎の被災等の事態が生じた場合においても、計画の活用に支障が生じないよ

う、電子媒体や紙媒体などの複数の媒体で準備しておくことを検討する。その際、個別避難

計画情報の適切な管理に努めるものとする。 

(3) 関係機関への計画の提供 

市は、市地域防災計画に定めるところにより、消防機関、県警察、民生委員・児童委員、社

会福祉協議会、自主防災組織など避難支援等に携わる関係者に対し、避難行動要支援者本人及

び避難支援等実施者の同意がある場合、又は、当該市の条例の定めがある場合には、あらかじ

め個別避難計画を提供するものとする。 
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(4) 計画に係る各種体制の整備 

市は、多様な主体の協力を得ながら、避難行動要支援者に対する情報伝達体制の整備、避

難支援・安否確認体制の整備、避難訓練の実施等を一層図るものとする。その際、個別避難

計画情報の漏えいの防止等必要な措置を講じるものとする。 

(5) 計画が作成されていない避難行動要支援者への配慮 

市は、個別避難計画が作成されていない避難行動要支援者についても、避難支援等が円滑か

つ迅速に実施されるよう、平時から、避難支援等に携わる関係者への必要な情報の提供、関係

者間の事前の協議・調整その他の避難支援体制の整備など、必要な配慮をするものとする。 

(6) 地区防災計画との整合 

市は、地区防災計画が定められている地区において、個別避難計画を作成する場合は、地区

防災計画との整合が図られるよう努めるものとする。また、訓練等により、両計画の一体的な

運用が図られるよう努めるものとする。 

 

４ 要配慮者利用施設の安全性の確保等 

(1) 安全性の確保 

要配慮者利用施設の管理者は、施設の防災性強化、防災設備の点検等施設の安全性の確保

を図る。 

要配慮者利用施設を土砂災害から守るため、治山事業、砂防事業、急傾斜地崩壊対策事業、

地すべり防止対策事業等の国土保全事業を推進する。 

(2) 計画の作成 

要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、介護保険関係法令等に基づき、自然災害からの

避難を含む非常災害に関する具体的計画を作成するものとする。 

また、浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、本計画に名称及び所在地を定められ

た要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、関係機関の協力を得て、水害や土砂災害が発生

するおそれがある場合における避難確保に関する計画を策定し、それに基づき、避難誘導等

の訓練を実施するものとする。 

(3) 連絡体制の整備 

要配慮者利用施設の管理者は、避難等を円滑に行うため、施設における防災気象情報の入

手及び防災情報の連絡体制、並びに施設が被災した際の迅速な防災関係機関等への通報体制

の整備を進める。 

(4) 平時からの連携 

要配慮者利用施設の管理者は、平時から市、防災関係機関、福祉関係者及び近隣住民等と

の連携を密にし、災害時における要配慮者の避難生活環境や避難誘導体制の整備を進める。 

(5) 防災訓練の実施、指導等 

浸水想定区域や土砂災害警戒区域内に位置し、市地域防災計画に名称及び所在地を定めら

れた要配慮者利用施設の所有者又は管理者は、防災体制に関する事項、避難誘導に関する事項、

避難の確保を図るための施設の整備に関する事項、防災教育・訓練に関する事項、水防法に基

づき設置した自衛水防組織の業務に関する事項等の計画を作成し、当該計画に基づき、避難誘
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導等の訓練を実施するものとする。また、作成した計画及び自衛水防組織の構成員等について

市長に報告するものとする。 

(6) 自治体による定期的な確認 

県及び市は、要配慮者利用施設の避難確保に関する計画や避難訓練の実施状況等について、

定期的に確認するよう努めるものとする。また、市は、当該施設の所有者又は管理者に対して、

必要に応じて、円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な助言等を行うものとする。 

 

 

第１３節 防災ボランティア活動対策［防災危機管理課、福祉課、教育委員会］ 
 

風水害等の災害時における応急対策に必要な人員を確保するとともに、被災者の多様なニーズへ

対応し、円滑な被災者救援活動を支援するため、平時から防災ボランティア活動の支援体制の整備

を図るものとする。 

 

１ 関係機関の連携・協力 

  市は、県及び市社会福祉協議会等関係機関と平時から地域団体、ＮＰＯ・ボランティア等の活

動支援やリーダーの育成を図るとともに、ＮＰＯ・ボランティア等と協力して、災害時の防災ボ

ランティアとの連携について検討する。 

 

２ 防災ボランティアの育成 

 市及び市教育委員会は、県及び県教育委員会と協力して、日本赤十字社青森県支部つがる市地

区、社会福祉協議会等関係機関との連携を図り、ＮＰＯ・ボランティア等に対し防災に関する研

修、訓練等への参加を働きかけるなど防災ボランティアの育成を図る。 

 

３ 防災ボランティアコーディネーターの養成 

  防災ボランティアコーディネーターは、防災ボランティアを円滑に受入れ、効果的な活動へ導

くための重要な役目を担っており、そのため県、市、社会福祉協議会等関係機関は連携して、防

災ボランティアコーディネーターの養成に努める。 

 

４ 防災訓練等への参加 

  市は、市教育委員会と協力して、社会福祉協議会、日本赤十字社青森県支部へ防災訓練等への

参加を呼びかけるとともに、防災ボランティア受入等の訓練を行うことにより、災害時の手順の

確認を行う。 

  また、市、市社会福祉協議会及び日本赤十字社青森県支部は、その他の地元で活動するボラン

ティア団体等にも参加を働きかけるなど防災意識の高揚を図る。 

 

５ ボランティア団体間のネットワークの構築の推進 

  社会福祉協議会及び日本赤十字社青森県支部は、平時から県、県教育委員会、市及び市教育委

員会と連携し、登録ボランティア団体又はボランティア活動団体が、地域において相互に交流・

協力関係を深め、交流会や研究会等を通じて、それぞれの主体的活動を生かしたネットワークを

築けるよう支援する。 
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６ 防災ボランティア活動の環境整備 

  県、市等防災関係機関は、ボランティアの自主性を尊重しつつ、日本赤十字社青森県支部、市

社会福祉協議会及びＮＰＯ等との連携を図るとともに、中間支援組織（ＮＰＯ・ボランティア等

の活動支援や活動調整を行う組織）を含めた連携体制の構築を図り、災害時において防災ボラン

ティア活動が円滑に行われるよう、その活動環境の整備を図る。 

市は、行政・ＮＰＯ・ボランティア等の三者で連携し、平時の登録、研修制度、災害時におけ

る防災ボランティア活動の受入れや調整を行う体制、防災ボランティア活動の拠点の確保、活動

上の安全確保、被災者ニーズ等の情報提供方策等について意見交換を行う情報共有会議の整備・

強化を、研修や訓練を通じて推進するものとする。 

  市は、社会福祉協議会、ＮＰＯ等関係機関との間で、被災家屋からの災害廃棄物、がれき、土

砂の撤去等に係る連絡体制を構築するものとする。また、県及び市は、地域住民やＮＰＯ・ボラ

ンティア等への災害廃棄物の分別・排出方法等に係る広報・周知を進めることで、防災ボランテ

ィア活動の環境整備に努めるものとする。 

 

 

第１４節 文教対策［教育委員会］ 

 
 幼児・児童・生徒（以下「児童生徒等」という。）及び職員の生命、身体の安全を確保するとと

もに、学校その他の教育機関（以下「学校等」という。）の土地・建物、その他の工作物（以下「文

教施設」という。）及び設備を風水害等の災害から防護するため、防災組織体制の整備、防災教育、

文教施設の不燃堅ろう構造化の促進等を図るものとする。また、地域コミュニティにおける多様な

主体の関わりの中で、防災に関する教育の普及促進を図る。 

 

１ 防災組織体制の整備及び防災に関する計画の策定 

  学校等は、災害予防、災害応急対策及び復旧等の防災活動に迅速かつ適切に対応するため、平

素から災害に備えて職員の役割分担の明確化等を図ることにより、防災組織体制の整備を推進す

る。 

  また、施設及び設備の安全点検、児童生徒等に対する通学を含めた学校生活その他の日常生活

における安全に関する指導、職員の研修その他学校等における安全に関する事項をとりまとめた

防災に関する計画（学校安全計画等）を策定しその周知徹底を図る。 

 

２ 防災教育の実施 

  学校等における防災教育は安全教育の一環として様々な災害の発生時における危険について理

解し、正しい備えと適切な行動をとれるよう、各教科・道徳（小・中学校）での安全に関する学

習、特別活動の学級（ホームルーム）活動及び学校行事等の学校等の教育活動全体を通じて、児

童生徒等の発達段階や考慮すべき特性等を考慮しながら適切に行う。 

（1） 教科等における防災教育 

   社会、理科、保健、家庭科等の教科を通じて、自然災害の発生の仕組み、防災対策や災害時
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の正しい行動及び災害時の危険等についての教育を行う。また、総合的な学習の時間等におけ

る自らの家庭、学校及び地域に関する防災マップの作成等を通じて、身の回りの環境を災害の

観点から見直すことにより、防災を身近な問題として認識させる。 

（2） 学校等の行事としての防災教育 

   児童生徒等及び職員一人一人の防災意識の高揚のため、防災専門家や災害体験者の講演会の

開催、災害時のボランティア経験者の講話、避難訓練の実施及び県、市が行う防災訓練への参

加等、体験を通じた防災教育を実施する。 

（3） 職員に対する防災研修 

   職員の防災意識の高揚及び防災教育に関する指導力の向上のため、施設の立地条件等を踏ま

えた災害予防、避難行動や指定避難所開設等の災害応急対策、防災教育の指導内容等の安全管

理・防災教育に関する研修を行い、災害時の職員の取るべき行動とその意義の周知徹底を図る。 

 

３ 学校防災マニュアルの作成及び訓練の実施 

  児童生徒等及び職員の防災に対する意識の高揚を図り、災害時に迅速かつ的確な行動をとれる

よう、学校防災マニュアルを作成するとともに、訓練を実施する。 

（1） 災害の種別に応じ、学校等の規模、施設・設備の配置状況、児童生徒等の発達段階を考慮の

上、避難の場所、避難経路、時期及び誘導、その指示、伝達の方法並びに保護者との連絡・引

渡しの方法等を示したマニュアルを作成し、その周知徹底を図る。マニュアルの作成に当たっ

ては、関係機関との連携を密にして専門的立場から指導・助言を受ける。 

(2)  訓練は、実践的な想定に基づき行う。学校における訓練は、教育計画に位置づけて実施する

とともに、児童会・生徒会等の活動とも相まって、十分な効果をあげるよう努める。特に、水

害・土砂災害のリスクがある学校においては、避難訓練と合わせた防災教育の実施に努めるも

のとする。 

(3)  訓練実施後は、評価を実施し、必要に応じマニュアルを修正する。 

 

４ 登下校の安全確保 

  児童生徒等の登下校（登降園を含む。以下同じ。）時の安全を確保するため、あらかじめ登下

校時の指導計画を学校ごとに策定し、平素から児童生徒等及び保護者への周知徹底を図る。 

（1） 通学路の安全確保 

  ア 通学路については、つがる警察署、消防機関等と連携をとり、学区内の危険箇所を把握し

て点検を行う。 

 イ 平時の通学路に異常が生じる場合に備え、あらかじめ緊急時の通学路を設定する。 

  ウ 異常気象及び災害時における通学路の状況を把握するための計画をあらかじめ定める。 

  エ 児童生徒等の個々の通学路及び誘導方法について、常に保護者と連携をとり、確認する。 

（2） 登下校等の安全指導 

  ア 異常気象及び災害時の児童生徒等の登下校について、指導計画を綿密に確認する。 

  イ 通学路における危険箇所については、児童生徒等への注意と保護者への周知徹底を図る。 

  ウ 登下校時における危険を回避できるよう児童生徒等に対して具体的な注意事項を指導する。 
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５ 文教施設の不燃堅ろう構造化の促進 

  文教施設・設備等を災害から防護し、児童生徒等の安全を確保するため、これらの建物の建築

に当たっては、鉄筋コンクリート造、鉄骨造等による不燃堅ろう構造化を促進する。また、校地

等の選定、造成に当たっては、防災上必要な措置を講じる。 

  【資料・様式編】 資料 26 学校・教育施設の現況 

 

６ 文教施設・設備等の点検及び整備 

  文教施設・設備等を災害から防護するため、定期的に安全点検を行い、危険箇所及び要補修箇

所の早期発見に努めるとともに、これらの改善を図る。 

  災害時の施設・設備等の補強等、防災活動に必要な器具等については、あらかじめ必要な数量

を備蓄するとともに、定期的に点検を行い整備する。 

 

７ 危険物の災害予防 

  化学薬品その他の危険物を取り扱う学校等にあっては、これらの化学薬品等を関係法令に従い

適切に取り扱うとともに、災害時においても安全を確保できるよう適切な予防措置を講じる。 

 

８ 文化財の災害予防 

  市内には、歴史的に価値の高い文化財が数多く残されており、これらの文化財を保存し、後世

に伝えるためには万全の配慮が必要であり、現況を正確に把握し予想される災害に対して予防対

策を計画し、文化財保護のための施設・設備の整備等の災害対策に努めるとともに文化財保護思

想の普及・徹底及び現地指導の強化を推進するよう努める。 

  文化財の所有者又は管理者は、良好な状況の下で文化財の維持管理に当たるものとし、国指定

のものにあっては、文化庁長官若しくは法の定めるところにより指定又は委託を受けた県教育委

員会及び市教育委員会、県指定のものにあっては県教育委員会、市指定のものにあっては市教育

委員会の指示に従い管理するよう努める。 

  【資料・様式編】 資料 28 指定文化財一覧 
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第１５節 警備対策［防災危機管理課］ 
 

 つがる警察署長は、風水害等の災害発生時における住民の生命、身体及び財産の保護並びに公共

の安全と秩序を維持するため、災害警備体制を確立し、災害警備用資機材の整備等を図るものとす

る。 

 

１ 措置内容 

  つがる警察署長は、災害の発生に備えて、市及び関係機関の協力を得ながら次の措置を行う。 

（1） 危険箇所等の把握 

   災害の発生が予想される危険箇所、危険物貯蔵所、指定避難所、避難路及び避難所の受入可

能人数等を把握する。 

(2)  災害警備訓練 

警察職員に対して、災害警備に関する計画的な教育と災害警備訓練を実施するとともに、必

要に応じて防災関係機関及び地域住民と協力して総合的な訓練を行う。 

（3） 災害警備活動体制の確立 

 各種の災害時を想定し、防災関係機関、自主防犯組織、ボランティア組織等との協力体制を

整備し、地域の実情を踏まえた最も効果的な災害警備体制を確立する。 

(4） 災害警備用装備資機材等の整備 

災害警備に必要な災害警備用装備資機材、交通対策用装備資機材及び通信用資機材等の整備

充実に努めるとともに、定期的な点検を実施する。 

(5） 災害警備用物資の備蓄 

   関係機関との連携を緊密にして、警備に当たる警察職員に係る医薬品及び食料品等の必要な

物資を計画的に備蓄・管理する。 

(6） 自主防犯組織に対する協力 

地域安全活動の中核となる自主防犯組織に対して、訓練の実施、資機材の整備等に協力する。 

(7） 防災意識の高揚 

日頃から住民に対して、災害時における避難措置、危険物等の保安、犯罪予防、交通規制及

びその他公共の安全と秩序の維持に関する広報活動を実施し、住民の防災意識の高揚を図り、

災害時の混乱を未然に防止する。 
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第１６節 交通施設対策［土木課、農林水産課］ 
 

 風水害等の災害時における交通の確保と安全を図るため、各交通施設の整備と防災構造化を推進

するものとする。 

 

１ 道路・橋梁防災対策  

道路管理者は、市道等の交通機能を拡充するとともに、被災した場合に交通の隘路となるおそ

れが大きい橋梁等の施設の整備と防災構造化を推進する。また、山間道路については、豪雨や台

風による土砂崩れや落石等の災害を防止するため、法面処理工、落石防護工等を実施する。発災

後の道路の障害物除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について、建設業者との協定

の締結に努める。 

また、避難路、緊急輸送道路など防災上重要な経路を構成する道路について、災害時の交通の

確保を図るため、必要に応じて、区域を指定して道路の占用の禁止又は制限を行うとともに、無

電柱化の推進に関する法律に基づく、道路事業等に合わせた電柱等の新設抑制及び既設撤去の推

進等により、無電柱化の促進を図る。 

  発災後の道路の障害物除去、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について、建設業者と

の協定の締結に努める。 

 

２ 漁港防災対策  

  漁港管理者は、次の災害予防措置を講じるよう努める。 

 (1) 漁港整備 

荷さばき時に集中する漁船の交錯及び荒天時の波浪等による被害の解消のため、泊地、けい

船岸を整備する。 

 (2) その他船舶の施設 

    ヨット、モーターボート等レジャースポーツ用船艇については、客船、貨物船、漁船等との

交錯を避けるため、拠点地区を設けて収容する。 

 (3)  協定の締結 

発災後の緊急輸送及び地域産業の速やかな復旧・復興を図るため、関係機関と連携の下、発

災時の機能維持・継続のための対策を検討する。また、その検討に基づき、その所管する港湾

及び漁港の障害物除去、航路啓開、応急復旧等に必要な人員、資機材等の確保について建設業

者等との協定の締結に努める。 

 

３ 関連調整事項 

  陸上における交通施設について、路線計画、構造等に防災的見地から十分な対策を講じるよう

考慮する。 
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第１７節 電力・ガス・上下水道・電気通信・放送施設対策 
       ［防災危機管理課、下水道課、水道企業団西北事業部］ 

 

風水害等の災害による電力・ガス・上下水道・電気通信・放送施設の被害を未然に防止するため、

系統多重化、拠点の分散、代替施設の整備等による代替性の確保など、必要な措置を講じるものと

する。 

 

１ 電力施設［防災危機管理課］ 

電力供給事業者は、次の災害予防措置を講じるよう努める。 

 (1)  電力設備の災害予防措置 

ア  送電設備 

架空電線路については、土砂崩れ、洗掘などの起こるおそれのある箇所について擁壁等を

設置するとともに、これらの地域への設置は極力避ける。また、地中電線路については、ケ

ーブルヘッド位置の適正化等を実施する。 

また、倒木等により電力供給網に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、

事前伐採等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向け、関係機関が連携を拡大する。 

イ  変電設備 

浸冠水のおそれのある箇所については、床面のかさ上げ、ケーブルダクトの密閉化等の対

策を講じる。 

ウ  配電設備 

山崩れ、地すべり、沈下等災害発生危険地域については、基礎の補強等を行うとともに、

これらの地域への設置は極力避ける。 

 (2)  防災業務施設及び設備の整備 

次の施設及び設備を整備する。 

ア  観測、予報施設及び設備 

イ  通信連絡施設及び設備 

ウ  水防、消防に関する施設及び設備 

エ  その他災害復旧用施設及び設備 

(3)  災害対策用資機材等の確保及び整備 

ア  資機材等の確保 

災害に備え、平時から復旧用資機材、工具、消耗品等を確保する。 

イ  資機材等の輸送 

資機材等の輸送計画を策定しておくとともに、車両、船艇等の輸送力を確保する。 

ウ  資機材等の整備、点検 

資機材等は、常にその数量を把握しておくとともに、入念な整備点検を行い、非常事態に

備える。 

エ  資機材等の仮置場 

市は、管理する公共用地等の提供など、電力供給事業者による非常事態下での用地確保に

協力するものとする。 
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(4)  電気工作物の巡視、点検、調査等 

電気工作物を常に法令に定める技術基準に適合するよう維持し、さらに事故の未然防止を図

るため、定期的な電気工作物の巡視点検（災害発生につながるおそれがあるものは特別の巡視）

及び自家用需要家を除く一般需要家の電気工作物等の調査を行い、感電事故を防止するほか、

漏電等により出火に至る原因の早期発見とその改修に努める。 

(5)  広報活動 

ア  公衆感電事故防止ＰＲ 

災害による断線、電柱の倒壊、折損等による公衆感電事故を未然に防止するため、住民に

対し広報活動を行う。 

イ  ＰＲの方法 

公衆感電事故防止ＰＲについては、常日頃からテレビ、ラジオ、新聞等の報道機関を利用

するほか、パンフレット、チラシ等を作成・配付し認識を深める。 

ウ  停電関連 

病院等重要施設については、災害による長時間停電に起因する二次災害を防止するため、

自家発電設備の設置を要請する。 

また、停電時にインターネット等を使用できない被災者に対する被害情報等の伝達に係る

体制の整備に努める。 

 

２  ガス施設［防災危機管理課］ 

ガス供給事業者は、次の災害予防措置を講じるよう努める。 

 (1)  ガス施設の災害予防措置 

風水害等の災害時におけるガス供給の確保とガスによる二次災害の防止のため、次の対策

を講じる。 

ア  定期点検 

ガス施設の定期点検を行い、技術基準に適合するよう維持する。 

イ  緊急操作設備の強化 

製造設備及びガスホルダーには、災害時にガス送出・ＬＰＧ流出の緊急遮断が行えるよ

う設備を整備する。中圧導管には、ガスの遮断・放散を可能とする設備を整備する。 

ウ  ＬＰＧ容器の転倒防止措置 

ＬＰＧ容器の転倒防止措置を徹底する。 

 (2)  応急復旧体制の整備 

ア  ガス漏えい通報に対する受付体制の整備 

イ  消防機関、警察署等との専用通信設備の整備及び協力体制の整備 

ウ  応急復旧動員体制の整備 

エ  応急復旧用資機材の整備 

オ  応急復旧を迅速に行うための低圧導管の地区別ブロック化の推進 

カ  保安無線通信設備の整備・拡充 

(3)  広報活動 
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ア  ガス栓の閉止等、風水害等が発生した場合等にガス器具に関してとるべき措置の周知 

イ  ガス漏れ等の異常に気づいた場合の措置の周知 

 

３ 上水道施設 ［津軽広域水道企業団西北事業部］ 

  水道事業者は、次の災害予防措置を講じるよう努める。 

（1） 施設の防災対策の強化 

   施設の新設、拡張、改良等に際し、施設の防災対策を強化する。 

（2） 防災用施設、資機材の充実強化 

   水道施設の被害等による応急給水活動に備え、連絡管の整備や緊急時給水拠点となる配水場、

ポンプ場等の施設及び応急給水のための給水車、給水タンク、簡易水栓、ポリタンク、消毒剤、

可搬式ポンプ、運搬車両等の資機材の充実強化を図る。 

   また、仮配管等の設置に備え、配管、バルブ等の水道資材の備蓄と民間資材の備蓄量及び備

蓄場所の把握をしておく。 

（3） 非常時における協力体制の確立 

   被災時には、独自に対処することが困難な場合も想定されるので、他市町村、県、工事施工

者等、関係機関との連絡協力体制を確立しておく。 

  【資料・様式編】 資料 29 指定給水装置工事業者一覧 

 

４ 下水道施設 ［下水道課］ 

  下水道管理者は、西北五環境整備組合と連携して、次の災害予防措置を講じるよう努める。 

（1） 施設、設備の充実強化 

   下水道施設・ポンプ施設の設置に当たっては、外部からの浸水、敷地内の排水に十分対策を

講じるとともに、被災時に備えて予備機器の整備、受電設備の多回線化、非常用自家発電装置

等の設置に努める。また、災害時に下水処理能力の機能維持が期待される合併処理浄化槽の整

備も併せて推進する。 

（2） 防災体制の確立 

   下水道施設の機能維持を図るため、点検計画を定め、これに基づいて施設、機器の保守点検

に努めるとともに、応急復旧用資機材、車両等の確保体制を確立しておく。また、災害時に対応

できるよう日常の訓練に努める。 

【資料・様式編】 資料 30 指定排水設備工事業者一覧 

（3） 非常時における協力体制の確立 

民間事業者等との協定締結などにより発災後における下水道施設の維持又は修繕に努める。 

 

５ 電気通信設備［防災危機管理課］ 

電気通信事業者は、次の災害予防措置を講じるよう努める。 

(1)  長期防災対策の推進 

平素から設備自体を物理的に強固にし、災害に強い信頼性の高い通信設備を構築するため

に、次の防災設計を実施する。 
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ア  豪雨、洪水、高潮のおそれがある地域の電気通信設備等について、耐水構造化を行う。 

イ  火災又は大雪に備えて、主要な電気通信設備等について、耐火又は耐雪構造化を行う。 

ウ 倒木等により通信網に支障が生じることへの対策として、地域性を踏まえつつ、事前伐採

等による予防保全や災害時の復旧作業の迅速化に向け、関係機関が連携を拡大する。 

    エ 通信の仕組みや代替通信手段の提供等について利用者への周知に努めるとともに、通信障

害が発生した場合の被災者に対する情報提供体制の整備を図る。 

(2)  通信網の整備 

電気通信システムの一部の被災が他に重大な影響を及ぼさないよう信頼性の確保を図る。 

ア 主要な伝送路を多ルート構成、若しくはループ構成とする。 

イ 主要な中継交換機を分散設置する。 

ウ 通信ケーブルの地中化を推進する。 

エ 主要な電気通信設備等について、必要な予備電源を設置する。 

オ 重要加入者については、当該加入者との協議により加入者系伝送路の信頼性を確保するた

め、２ルート化を推進する。 

(3)  防災資機材の整備 

災害応急対策及び災害復旧を実施するために必要な防災資機材の整備を図るとともに、緊急

に必要と認められる資材及び物資については、事前に保管場所を指定し、備蓄する。 

(4)  大規模災害時の通信確保対策 

  ア 災害時に備え、重要通信に関するデータベースを整備する。 

   イ 常時、そ通状況を管理し、通信リソースを効率的に運用する。 

    ウ 災害時における通信量の増加を抑制するため、災害時の不要不急な通信は控えるよう、利用者

等に対して周知するよう努める。 

    エ 災害時には、設備の状況を監視しつつ、トラフィックコントロールを行い、重要通信を確

保する。 

 

６ 放送施設［防災危機管理課］ 

放送事業者は、次の災害予防措置を講じるよう努める。 

(1)  放送施設の防災対策及び二重化 

災害による被害の防止と災害時における放送機能の維持を図るため、アンテナ等の設置につ

いては、機械的に堅固な資材を使用するとともに、電気的性能を監視する施設の整備を推進す

る。また、放送機器は、現用機、予備機の２台方式を採用し、電波確保に万全を期する。 

(2)  非常緊急放送体制の整備 

緊急時に備え、送信系統の変更等を含め、非常緊急放送体制を整備しておく。 

(3)  防災資機材の整備 

災害応急復旧対策に必要な資機材の整備・備蓄を図る。 
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第１８節 水害予防対策［防災危機管理課、土木課、消防本部］ 
 

水害を防止し、又は被害の拡大を防止するため、各種防災事業の総合的かつ計画的実施、河川の

維持管理、気象・水象・地象等の観測体制の整備、住民への情報伝達体制の整備、避難体制の整備、

水防資機材の整備及び水防体制の整備等を図るものとする。 

 

１ 河川の維持管理 

治水施設の計画的整備を推進するとともにその適正な管理を図る。 

なお、河川の現況及び整備計画については第３章第５節「防災事業」による。 

(1)  出水時に円滑な水防活動を実施するため日頃から河川管理上支障をきたす違法駐車、放置車

両に対し、関係機関と協力し、必要な措置を講じる。 

(2)  河川等における災害時の緊急対応を効率的に行えるようにするため、必要に応じて河川管理

用進入路、水防拠点等の施設の整備に努める。 

 

２  気象、水象等の観測体制の整備 

災害時はもとより、常時河川及び海岸の状況を把握し、緊急時に備えるため、必要な箇所に雨

量、水位、流量、風、潮位、波浪の観測施設を設置して観測を行う。また、河川水位等の予測の

ため、最新の資料・技術等を活用した予測システムの開発・実用化を図る。 

 

３  情報収集、連絡体制の整備 

災害時における情報収集及び防災関係機関相互の情報伝達を迅速かつ的確に実施するため、防

災無線網、ファクシミリ等を整備するとともに、情報通信網の多ルート化を図る。また、関係機

関等の協力を得て、雨量、水位等風水害に関する情報をより効率的に活用するための内容の拡充

を図り、関係行政機関はもとより、報道機関を通じた一般への提供体制の整備を図るとともに、

リアルタイムで整理、提供する広域的な情報共有ネットワークの構築に努める。 

水災については、複合的な災害にも多層的に備え、社会全体で被害を防止・軽減させるための

ハード・ソフト対策を総合的かつ一体的に推進することを目的として、国及び県が組織する「（国）

大規模水害に備えた減災対策協議会」、「（県）大規模氾濫時の減災対策協議会」等を活用し、

市、国、県、河川管理者、水防管理者に加え、公共交通事業者、メディア関係者、利水ダム管理

者等の多様な関係者で、密接な連携体制を構築するものとする。 

 

４  住民への情報伝達体制の整備 

災害に関係する気象警報(特別警報を含む。）・注意報及び気象情報等、避難指示等を迅速かつ

的確に伝達するため、避難指示等発令基準を明確化するとともに、情報伝達体制を確立し、市防

災行政用無線等の整備を図る。特に、水防危険箇所周辺の住民に対しては、防災行政用無線によ

る情報が毎戸に確実に伝達されるよう戸別受信機の設置を推進する。また、住民から市等防災関

係機関への災害情報の連絡通報体制を確立する。 

加えて、住民の主体的な避難行動を促すため、避難指示等の発令基準に活用する各種情報につ
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いては、警戒レベル相当情報として発表し、警戒レベルとの関連を明確化する。 

 

５ 水防資機材の整備 

  第３章第３節「防災業務施設・設備等の整備」による。 

 

６  水防計画の作成 

次の事項に留意し水防計画を作成する。 

  (1)  水防活動組織の確立 

  (2)  河川施設の管理 

  (3)  水防施設及び水防資機材の整備 

  (4)  気象、水象の観測及び警報等の活用 

  (5)  重要水防箇所等 

  (6)  その他水害を予防するための措置 

 

７ 浸水想定区域等 

(1) 市は、国土交通大臣又は県知事による浸水想定区域、雨水出水浸水想定区域又は高潮浸水想

定区域（以下「浸水想定区域」という。）の指定があったときは、本計画において、当該浸水

想定区域ごとに、洪水予報の伝達方式、指定避難所及び避難経路に関する事項、洪水、雨水出

水又は高潮に係る避難訓練に関する事項その他洪水時、雨水出水時又は高潮時（以下「洪水時

等」という。）の円滑かつ迅速な避難の確保を図るために必要な事項について定める。 

(2) 市は、浸水想定区域に主として要配慮者が利用する施設があるときは、本計画にこれらの

名称及び所在地を掲載し、また、当該施設の利用者の洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保が

図られるよう洪水予報の伝達方法を定める。 

岩木川浸水想定区域内に位置する要配慮者利用施設は、資料編に記載のとおりである。 

【資料・様式編】 資料44 要配慮者利用施設一覧 

(3) 市は、本計画において定められた事項を住民に周知するため、これらの事項を記載した洪

水ハザードマップ等の印刷物の配布その他の必要な措置を講じなければならない。 

(4) 市は、雨水出水特別警戒水位に到達した旨の情報を提供する公共下水道等の排水施設等と

して指定した排水施設等について、想定し得る最大規模の降雨により排水施設に雨水を排除

できなくなった場合又は排水施設から河川等に雨水を排水できなくなった場合に浸水が想定

される区域を雨水出水浸水想定区域として指定し、指定の区域及び浸水した場合に想定され

る水深、浸水継続時間等を公表する。 

  (5)  市は、住民自ら地域の水害リスクに向き合い、被害を軽減する取組を行う契機となるよう、

分かりやすい水害リスクの開示に努める。 

 (6)  市は、洪水浸水想定区域が指定されていない中小河川について、河川管理者から必要な情報

提供、助言等を受けつつ、過去の浸水実績等を把握したときは、これを水害リスク情報として

住民、滞在者その他の者へ周知するものとする。 

 (7) 水防管理者は、洪水浸水想定区域内にある輪中堤防等盛土構造物が浸水の拡大を抑制する
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効用があると認めたときには、河川管理者から必要な情報提供、助言等を受けつつ、浸水被害

軽減地区に指定することができる。 

 (8) 市は、その区域内に存する防災重点農業用ため池の緊急時における連絡体制や避難場所及

び避難経路、その他災害時における円滑な避難を確保する上で必要な事項について、これらを

記載したため池ハザードマップ等の印刷物の配布、その他の必要な措置を講じることにより、

住民に周知させるよう努める。 

ア  浸水想定区域 

当市における浸水想定区域の指定の状況は、令和４年２月策定の「つがる市防災ハザード

マップ」のとおりである。 

イ 洪水予報の伝達方法 

岩木川浸水想定区域における洪水予報の伝達方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウ 指定避難所及び指定緊急避難場所 

岩木川浸水想定区域において洪水被害が発生するおそれがある場合は、当該区域における

住民又は主として要配慮者が利用する施設の利用者を次の場所に避難させる。 

【資料・様式編】 資料編 23 指定避難所等一覧 

エ 住民に対する周知 

    市は、上記で定められた浸水想定区域内の主として要配慮者が利用する施設の名称、所在

地、洪水予報の伝達方法、指定避難所、その他洪水時の円滑かつ迅速な避難の確保を図るた

めに必要な事項について住民に周知するため、これらの事項を記載した印刷物（洪水ハザー

ドマップ等）の配布その他の必要な措置を講じる。 

 

８ 高潮防災対策の推進 

市は、高潮災害のおそれのある区域について、必要に応じて、各沿岸地域の自然特性、社会経 

済特性等の現状を把握するための基礎調査を行い、高潮による浸水が想定される区域を明らかに

国土交通省・県からの洪水予報等 

(洪水警報、水防警報、洪水予報) 

福祉課

介護課

防災危機
管理課 健康推進課

児童福祉施設 

障害者福祉施設 

高齢者福祉施設 

介護保険施設 

医 療 機 関 

国、県対策本部及び現場指揮官等から 

の避難に関する情報（洪水警報、水防 

警報、洪水予報) 

※１

※１

※１

教育委員会 幼 稚 園 
※１

消防本部

浸水想定区域 

※２

※１ 電話、FAX 等による伝達 

※２ 防災無線、広報車等による広報 ※２

子育て
健康課

※１
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し、避難指示等発令基準の明確化、施設整備、警戒避難体制等が有機的に連携した高潮防潮防災

対策を推進する。 

 

９ 水防訓練 

市は毎年、水防団、消防機関及び水防協力団体が連携した水防訓練を行う。 

 

 

第１９節 風害予防対策 
［防災危機管理課、農林水産課、土木課、建築住宅課、教育委員会］ 

 

 風害を防止し、又は拡大を防止するため、住民への情報伝達体制等の整備、防災知識の普及、道

路交通の安全確保、建築物等災害予防並びに電力施設及び電気通信設備に係る災害予防対策の強化

を図るものとする。 

 

１ 住民への情報伝達体制等の整備 

（1） 市は、強風時においても災害に関係する気象予報・警報等を迅速かつ的確に住民に伝達でき

るよう、情報伝達体制を確立するとともに、市防災行政用無線等の整備を図る。 

（2） 市は、停電又は通信途絶等による社会不安除去のため、電力・電気通信等の事業を行う防災

関係機関の協力を得て、復旧状況、復旧見通し等の情報を直接又は報道機関を通じて適切に住

民に提供できる体制の強化に努める。 

 

２ 防災知識の普及 

  市等防災関係機関は、第 3 章第７節「防災教育及び防災思想の普及」によるほか、機会あるご

とに風害に関する防災知識の普及を図る。 

  なお、主な普及内容は次のとおりとする。 

（1） 強風時の生命、身体の安全の確保に関すること。 

（2） 農作物等の防風対策に関すること。 

（3） 被害を受けた農作物等に対する応急措置に関すること。 

（4） 竜巻注意情報に関すること。 

 

３ 道路交通の安全確保 

  道路管理者及びつがる警察署長は、強風や飛来物により信号機等が被害を受けた場合でも道路

交通の安全が確保できる体制を確立しておく。 

 

４ 建造物等災害予防 

（1） 学校、医療機関等の応急対策上重要な施設及び不特定多数の者が使用する施設の防災性を確

保する。 

（2） 住宅等建築物の防災性を確保するため、県と連携し建築基準法等の厳守を指導する。 
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（3） 強風による落下物の防止対策を図る。 

（4） コンピュータシステムやデータのバックアップ対策を推進するとともに、企業等の自発的な

取組を促進する。 

 

 

第２０節 土砂災害予防対策［防災危機管理課、農林水産課、土木課］ 
 

 集中豪雨等による土砂災害を未然に防止し、又は被害の拡大を防止するため、各種防災事業の総

合的かつ計画的実施、危険箇所の把握、土砂災害警戒情報の収集、住民への情報伝達体制及び避難

体制の整備等を図るものとする。 

 

１ 土砂災害危険箇所の把握及び住民等への周知徹底 

  土砂災害危険箇所を本計画に掲載するとともに、広報誌等によって地域住民に周知徹底し、危

険箇所周辺の住民に対しては、土砂災害全般に対する知識、危険箇所の性質、土地の保全義務、

異常（前兆）現象等についての啓発を図る。 

 

２ 土砂災害警戒情報の伝達及び避難指示等の発令基準 

土砂災害警戒情報は、大雨警報（土砂災害）の発表後、命に危険を及ぼす土砂災害がいつ発生

してもおかしくない状況となったときに、市長の避難指示の発令判断や住民の自主避難の判断を

支援するため、対象となる市町村を特定して警戒が呼びかけられる情報で、青森県と青森地方気

象台から共同で発表される。また、県は、その補足情報として土砂災害の危険度を県のホームペ

ージ等で提供する。市内で危険度が高まっている詳細な領域は土砂キキクル（大雨警報（土砂災

害）の危険度分布）で確認することができる。なお、当該情報は、危険な場所からの避難が必要

とされる警戒レベル４に相当するものである。 

市は、県から土砂災害警戒情報の発表の通知を受けたときは、本計画に基づき土砂災害警戒情

報に係る必要事項を関係機関及び住民その他関係のある団体等へ伝達するよう努める。また、土

砂災害警戒情報の趣旨等の理解を促進し、住民の自主避難の判断等にも利用できるよう、日頃か

ら広報誌等へ掲載するなど、地域住民等への周知に努める。 

市は、土砂災害に対する住民の警戒避難体制として、土砂災害警戒情報等が発表された場合に

直ちに避難指示等（警戒レベルを含む。）を発令することを基本とした具体的な避難指示等の発

令基準を設定するものとする。また、面積の広さ、地形、地域の実情等に応じて市町村をいくつ

かの地域に分割した上で、土砂災害の危険度分布等を用い、危険度の高まっている領域が含まれ

る地域内の全ての土砂災害警戒区域等に絞り込んで避難指示等を発令できるよう、発令対象区域

をあらかじめ具体的に設定するとともに、必要に応じて見直すよう努めるものとする。 

市は、避難指示【警戒レベル４】の発令の際には、指定避難所等を開設していることが望まし

いが、避難のためのリードタイムが少ない局地的かつ短時間の豪雨の場合は、躊躇なく避難指示

を発令するものとする。また、そのような事態が生じうることを住民にも周知するものとする。 
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種 別 基      準 

【警戒レベル３】 

高 齢 者 等 避 難 

１ 大雨警報（土砂災害）が発表され、かつ、土砂災害の危険度分布が「警

戒（赤）」（警戒レベル３相当情報［土砂災害］）となった場合 

２ 数時間後に避難経路等の事前通行規制等の基準値に達することが想定

される場合 

３ 警戒レベル３高齢者等避難の発令が必要となるような強い降雨を伴う

台風等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（大雨

注意報が発表され、当該注意報の中で、夜間～翌日早朝に大雨警報（土砂

災害）（警戒レベル３相当情報［土砂災害］）に切り替える可能性が高い

旨に言及されている場合など）（夕刻時点で発令） 

【警戒レベル４】 

避 難 指 示 

１ 土砂災害警戒情報（警戒レベル４相当情報［土砂災害］）が発表され

た場合（※土砂災害警戒情報は市町村単位を基本として発表されるが、

警戒レベル４避難指示の発令対象区域は適切に絞り込むこと） 

２ 土砂災害の危険度分布で「非常に危険（うす紫）」（警戒レベル４相

当情報［土砂災害］）となった場合 

３ 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風

等が、夜間から明け方に接近・通過することが予想される場合（夕刻時

点で発令） 

４ 警戒レベル４避難指示の発令が必要となるような強い降雨を伴う台風

等が、立退き避難が困難となる暴風を伴い接近・通過することが予想さ

れる場合（立退き避難中に暴風が吹き始めることがないよう暴風警報の

発表後速やかに発令） 

５ 土砂災害の前兆現象（湧き水・地下水の濁り、渓流の水量の変化等）

が発見された場合 

【警戒レベル５】 

緊 急 安 全 確 保 

１ 大雨特別警報（土砂災害）（警戒レベル５相当情報［土砂災害］）が

発表された場合（※大雨特別警報（土砂災害）は市町村単位を基本とし

て発令されるが、警戒レベル５緊急安全確保の発令対象区域は適切に絞

り込むこと） 

２ 土砂災害が実際に発生していることを把握した場合 

 

３ 土砂災害緊急調査の実施及び土砂災害緊急情報の提供 

国は河道閉塞による湛水を発生原因とする土石流又は河道閉塞による湛水といった重大な土砂

災害の急迫した危険が認められる状況において、県は地すべりを発生原因とする重大な土砂災害

の急迫した危険が認められる状況において、それぞれ当該土砂災害が想定される土地の区域及び

時期を明らかにするための調査を行い、市町村に対して土砂災害が想定される土地の区域及び時

期に関する情報を提供することとされていることから、市は、当該情報に基づいて適切に避難指

示等の判断を行う。 

 

４ 防災関係機関における情報収集、伝達体制の整備 

  災害時における情報収集及び防災関係機関相互の情報伝達を迅速かつ的確に実施するため、防災

無線網、ファクシミリ、防災情報提供装置等を整備し、またこれらの情報通信網の多ルート化を図

るとともに、関係機関の協力を得て、土砂災害に関する情報をリアルタイムで提供する広域的な情

報共有ネットワークの構築に努める。さらに、住民と連携し、土砂災害に関する異常な自然現象を

察知した場合には、その情報を相互に伝達する体制の整備に努める。 

  市は、避難指示等の発令又は解除を行う際に、国又は県に必要な助言を求めることができるよ

う、連絡調整窓口、連絡の方法を取り決めておくとともに、連絡先の共有を徹底しておくなど、
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実効性の確保に努め、必要な準備を整えておくものとする。 

 

５ 住民への情報伝達体制等の整備 

  災害に関係する気象予報・警報等、土砂災害警戒情報、避難指示等を迅速かつ確実に住民に伝

達するため、情報伝達体制を確立するとともに、市防災行政用無線等の整備を図る。 

特に土砂災害危険箇所周辺の住民に対しては、防災行政用無線による情報が毎戸に確実に伝達

されるよう戸別受信機の設置を推進する。 

 

６ 危険区域内における行為制限の周知徹底 

  危険区域内の居住者等に対しては、災害を誘発するおそれのある次のような行為を行わないよ

う西北地域県民局地域農林水産部、西北地域県民局地域整備部と連携を密にし、指導の徹底を図

る。 

（1） 水を放流し、又は停滞させる行為、その他水の浸透を助長する行為 

（2） ため池、用排水路、その他災害防止施設以外の施設又は工作物の設置・改造 

（3） のり切、切土、掘削又は盛土 

（4） 立木の伐採、損傷 

（5） 木材の滑下又は地引による搬出 

（6） 土石の採取又は集積、樹根の採掘 

(7) 上記のほか、災害を助長し、誘発する行為 

 

７ 避難体制の整備 

  危険箇所周辺の住民が迅速かつ円滑に避難できるよう、第 3 章第 10 節「避難対策」に準ずるほ

か、土砂災害警戒区域等における次の前兆現象の住民の日常観察、覚知した場合の市への通報、

市から県等防災関係機関への通報並びに土砂災害警戒情報等を利用した警戒・避難準備等の避難

体制の整備を図る。 

 (1) 土石流（山津波）危険渓流 

ア 立木の裂ける音や巨礫の流れる音が聞こえるとき 

イ 渓流の流水が急激に濁りだしたり、流木などが混ざっているとき 

ウ 降雨が続いているにもかかわらず渓流の水位が急激に減少し始めるとき（上流で崩壊した

土砂により流れが止められている可能性がある） 

エ 降雨量が減少しているにもかかわらず渓流の水位が低下しないとき 

オ 渓流付近の斜面が崩れ出したり、落石などが起こり始めそうなとき 

 (2) 地すべり危険箇所 

ア 池や井戸の水が急に減水したり、濁ったりしたとき 

イ 土砂の移動速度が次第に速くなってきたとき 

 (3) 急傾斜地崩壊（がけ崩れ）危険箇所 

ア 斜面から急に水が湧き出したとき 

イ 小石がパラパラ落ち始めたとき 

 (4) 山腹崩壊・崩壊土砂・小規模山地崩壊危険地 
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ア 立木の倒れる音がするとき 

イ 山腹に亀裂が生じたとき 

ウ 山腹傾斜から、転石が落ち始めたとき 

エ 沢水が急激に増水し、流木や転石が混じり始めたとき 

 

８ 土砂災害防止に配慮した土地利用の誘導 

  市は、国及び県が行う次の事業の円滑な実施について働きかける。 

(1) 土砂災害危険箇所及び周辺の状況に応じた「急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律」、

「地すべり等防止法」、「砂防法」、「森林法」に基づく区域指定の促進及びこれに基づく土

地利用の制限 

(2) 土砂災害の危険の著しい区域における「建築基準法」に基づく災害危険区域の指定の促進 

(3) 宅地造成に伴い地盤災害が生じるおそれの著しい市街地又は市街地となろうとする土地の区

域における「宅地造成等規制法」に基づく宅地造成工事規制区域の指定の促進 

(4) 都市計画法その他の土地利用計画、土地利用規制等に関する諸制度の運用及び各種公共事業

における上記(1)、(2)、(3)の法指定諸制度との整合性の確保 

(5) 民間開発事業者に対する上記の各種土砂災害に関する制度の周知徹底及び土砂災害防止に対

する配慮についての指導の徹底 

(6) 災害危険区域及び県条例で建築等を制限している区域にある既存不適格住宅の移転の促進 

 

９ 土砂災害防止法による施策 

土砂災害警戒区域における対策 

(1) 市は、県に土砂災害警戒区域の指定を受けたときは、警戒区域ごとに予報・警報、土砂災害

警戒情報等の伝達、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項を本計画に定めるとと

もに、情報伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項、土砂災害に係る避難訓練に係る事

項、避難、救助その他必要な警戒避難体制に関する事項を市地域防災計画に定めるとともに、

情報伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項その他警戒区域における円滑な警戒避難が

行われるために必要な事項について住民等に周知するよう努める。 

(2)  市は、市地域防災計画において、要配慮者利用施設で土砂災害のおそれがあるときに利用者

の円滑かつ迅速な避難の確保が必要な施設の名称及び所在地について定めるとともに、名称及

び所在地を定めた施設については、当該施設の所有者又は管理者に対する土砂災害に関する情

報等の伝達を定めるものとする。 

(3) 市長は、市計画に基づき、土砂災害警戒情報等土砂災害に関する情報の伝達方法、避難場所

及び避難経路に関する事項その他土砂災害警戒区域における円滑な警戒避難を確保する上で必

要な事項を住民に周知するため、これらの事項を記載したハザードマップ等の印刷物の配布そ

の他の必要な措置を講じる。 

 

１０ 土砂災害警戒区域等一覧 

  【資料・様式編】 資料 17 土砂災害警戒区域等 
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第２１節 火災予防対策［消防本部、防災危機管理課、教育委員会］ 

 

 火災の発生を未然に防止し、住民の生命、身体及び財産を火災から保護するため、建築物の防火

対策の推進、防火思想の普及及び消防体制の充実強化を図るものとする。 

 

１ 建築物の防火対策の推進 

 (1)  建築物の不燃化 

公共建築物は原則として耐火建築とし、その他の建築物についても、市は不燃及び耐火建

築の推進を指導する。 

(2)  防火管理体制の確立 

消防機関は、劇場、病院、百貨店、ホテル等の防火対象物に対し、防火管理者の選任、届

出、消防計画の作成、消火・通報・避難訓練の実施、消防用設備等の設置及び防炎性を有す

る物品の使用を指導するとともに、自主的な防火管理体制を確立させる。 

(3)  消防用設備等の設置及び維持管理の徹底 

消防機関は、火災から人命を保護するため、防火対象物に対する消防用設備等の適正な設

置及び維持に係る指導を徹底する。 

(4)  予防査察指導の強化 

消防機関は、火災発生を未然に防止するため、防火対象物、危険物製造所等に対し、計画

的かつ継続的に予防査察を実施するとともに、消防法令に違反しているものに対しての指導

を行い、重大なものについては、警告命令、告発等の措置を行い、違反処理を徹底する。 

また、一般家庭に対しても、火災予防運動期間等を利用し、住宅防火診断等を実施して、

地域住民に市火災予防条例等の周知徹底を図る。 

 

２ 防火思想の普及 

（1） 一般家庭に対する指導 

   ア  消防機関は、出火危険箇所の発見と火気を使用する設備・器具の正しい取扱いについて指

導するとともに住宅用火災警報器の設置を推進するほか、初期消火の徹底を図るために消火

器具の設置、取扱い等について指導する。また、パンフレット、刊行物等により火災防止、

初期消火の重要性を認識させ防火思想の普及徹底を図る。 

イ  消防機関は、火災予防運動及び建築物防災運動などの火災予防に関する諸行事を通じて広

く住民に対し防火思想の普及徹底を図る。 

(2)  学校及び教育研究機関の実験室、薬局等に対する指導 

   学校及び教育研究機関の実験室、薬局等における薬品類は、落下等により発火、爆発の危険

性を有していることから、消防機関は、当該機関における危険物容器の転落防止について指導

する。 

（3） 民間防火組織の育成指導 

消防機関は、防火思想の普及を図るため、次の民間防火組織を育成指導する。 

ア 火災予防の知識を習得させ出火防止を図るとともに、地域住民の防火防災意識の高揚を図
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るため、婦人（女性）防火クラブを育成指導する。 

イ 幼年者に対し、正しい火の取扱いや防火に関する知識を習得させるため、幼年消防クラブ

を育成指導する。 

 

３ 消防体制の充実・強化 

（1） 消防計画の作成 

   消防機関は、具体的に実施すべき業務の内容等を詳細に明示した消防計画を作成し、消防体

制の計画的、総合的な充実強化を図る。 

(2)  消防力の整備、充実 

消防機関は、「消防力の整備指針」及び「消防水利の基準」により、消防機械器具及び消防

水利施設等の整備充実を図る。なお、大規模災害に対処するため、木造家屋密集地、避難場所

等優先順位を考慮して貯水槽等の消防水利の整備促進を図るほか、海水等の自然水利、水泳プ

ール、ため池等の指定消防水利としての活用等、消防水利の多様化を図るとともに、適正な配

置に努める。 

また、地域における消防防災の中核として重要な役割を果たす消防団の施設・装備・処遇の

改善、教育訓練体制の充実、青年層・女性層を始めとした団員の入団促進等消防団の活性化を

推進し、その育成を図る。 

 

４ 異常気象下における火災予防措置の徹底 

消防機関は、火災予防上危険があると認められる気象通報があったときは、次の措置を講じ、

住民の火災に対する注意を喚起する 

(1)  火災警報の発令 

発令基準は、第４章第１節「気象予報・警報等の発表及び伝達」による。 

(2)  火の使用制限行為の周知徹底 

火災警報発令下においては、住民に対し、次の事項を遵守するよう周知徹底する。 

ア  山林、原野等において火入れをしないこと。 

イ  煙火を消費しないこと。 

ウ  屋外において火遊び又はたき火をしないこと。 

エ  屋外においては、引火性又は爆発性の物品、その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。 

オ  残火（たばこの吸いがらを含む。）、取灰又は火粉を始末すること。 

カ  屋内において裸火を使用するときは、窓、出入口等を閉じて行うこと。 

キ 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内

で喫煙をしないこと 

 

５ 文化財に対する火災予防対策 

  市教育委員会は、関係機関の協力を得て、文化財の所有者又は管理者若しくは管理団体に対し

て、火災予防対策の強化を指導、助言する。 
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第２２節 複合災害対策［全 課］ 
 

１ 方針 

  地震・津波、風水害等、火山災害、原子力災害等の複合災害（同時又は連続して２以上の災害

が発生し、災害応急対策が困難となる事象をいう。）の発生の可能性を認識し、備えを充実させ

るものとする。 

２ 実施責任者 

県、市、防災関係機関等は、連携して災害対策を行う。 

 

３ 実施内容 

(1)  県、市及び防災関係機関等は、災害応急対策に当たる要員、資機材等の投入判断について、

あらかじめ複合災害を想定しておくとともに、外部からの支援を早期に要請するようマニュア

ル等の整備に努める。 

 (2) 様々な複合災害を想定した図上訓練の実施結果を踏まえてマニュアル等を見直すこととする。 


